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         （午前９時００分 開議） 

○議長（森河昌之君） おはようございます。 

 ただいまの出席議員は１６名で、会議は成立いたします。 

 これより本会議を再開し、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、昨日に続きまして一般質問であります。順序に従い質問をお受け

いたします。 

 初めに、２番、松田議員の一般質問をお受けいたします。２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 質問をさせていただきます。 

 まず初めの質問は、合併問題をめぐる対応と基本的な認識についてお伺いをするわけ

でありますが、まず初めに、広域７町による住民発議の合併協議会が設置をされて、６

月８日に第１回の協議が開催をされ、これから毎月１回のペースで協議が開かれるよう

でありますが、この合併協議会に臨むに当たっての町長の基本的な姿勢をお聞かせいた

だきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 今般、住民発議により合併協議会が設置されましたが、去る２月 

の臨時議会において、合併協議会設置についての議案に意見を付しておりますように、

合併することを既定の事実とするものでなく、合併そのものの是非を含めて議論をする

必要があると考えております。また、これには、住民の視点に立った情報提供が不可欠

であり、合併の是非を判断するに足りる情報を町民の皆さんに提供してまいりたいと考

えております。 

 また、合併協議会における議論の中で、住民の皆様とともに斑鳩町のまちづくりの道

筋について、一定の方向を導き出すよい機会であるとも考えております。 

 このことから、合併論議が常に住民の視点で行われることを第一に考え、市町村合併

調査研究特別委員会にも常に詳細な情報をお伝えし、活発な議論が行えますよう配慮し

てまいりたいと考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 合併協議会が毎月１回のペースで開催をされるということが原則 

として確認をされているようでありますけれども、この合併協議会の議論の手順につい

てどのように考えられているのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 



○町長（小城利重君） ご承知のとおり、合併協議会では、合併すること自体の是非を含 

めて、新市の名称、事務所所在地、時期や新市建設計画などの法定協議項目をはじめ合

併市町村に関する事項の全般にわたる調査研究、協議を幅広く行う必要があります。そ

の中でも、新市の名称、事務所所在地などにつきましては、最も重要な問題であり、十

分検討をする必要があると認識しているところであります。これまでの他の合併市町村

の事例では、協議会の一部委員で構成する小委員会に付託し、調査、審議を重ねること

が多く、当合併協議会におきましても、そのような方向で進められていくものと考えて

おります。 

 一方、合併市町村の将来に関するビジョンとなる新市建設計画は、住民の合併の適否

を判断する上で大きな役割を果たすものでありますことから、住民意向に沿った素案づ

くりを基本に、その作成に当たっては、計画策定にかかわる協議内容の情報提供、また

それに伴う意見募集など、住民と一体となった策定を行ってまいりたいと考えておりま

す。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） それでは、合併協議会での財政のシミュレーション、あるいは新 

都市計画案の作成について、その時期はいつごろに想定されているのかということにつ

いてお聞かせください。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 市町村合併の特例に関する法律第５条第６項で、住民発議により 

設置された法定協議会は、設置後６カ月以内に市町村建設計画の作成、その他合併に関

する協議の状況を公表しなければならないとされており、年内を目途として財政シミュ

レーション及び新市建設計画素案（将来構想）を公表できるように進めていかなければ

ならないと考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 財政シミュレーションの関係は、どういう形で提供されていくの 

か。私どもの認識としては、７町が合併した場合の財政の状況と、現行単独で斑鳩町が

現状のような形で今後進んでいくという場合の財政のシミュレーション、この２通りが

提示をされて、このことをにらみながらいわゆる将来のビジョン構想をどうしていくか

ということの判断材料にされていくように私は思うんですが、そういうことになってい

るんではありませんか。 



○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 合併協議会の協議結果をもとに、７町が合併した場合と、このま 

ま単独で存続した場合の２通りの財政シミュレーションを作成しますということでござ

います。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） それでは、この財政シミュレーションの関係については、私ども 

の認識をしていることとほぼ同様であるということを確認をさせておいていただきたい

と思いますが、問題は合併協議会に斑鳩町から７人の委員の皆さんがおいでになってい

る。７人の委員の皆さんがおいでになるわけでありますけれども、斑鳩町の代表として

どう合併協議会に臨むのかということについての意思確認などが行われるのか、あるい

は委員それぞれの個人の立場において意見の表明を行われるように参画をされていくと

いうことになるのか、その辺についてお聞かせをください。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 委員相互間の意見調整についてでございますが、委員それぞれの 

見識から合併協議会において意見を述べていただくものと考えております。参加される

委員の方々には、個々それぞれの見識からご意見をいただき、住民、議会、行政がこの

合併問題につきまして、活発な議論をしていただけるものと考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） このような合併協議会での選択肢の問題でありますけども、７町 

の合併の是非のみを問うことになるのか、あるいはその他の選択肢も含まれているのか

どうかということについての見解を聞かせてください。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 合併特例法第４条の２に基づく住民発議がなされ、６月８日に、 

平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧町・王寺町・河合町合併協議会が設置された以

上、当合併協議会の中では、７町合併の是非という２つの選択肢しかないものと考えま

すが、合併の是非をめぐっては、他の合併のパターンなども議論されていくこともあろ

うかと考えます。 

 町としましても、まずは７町の枠組みで協議を行い、直接住民の意向を確認し、合併

の是非について一定の結論を出してまいりたいと考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 



○２番（松田 正君） 住民に対する十分な情報の提供と説明会を行うというふうに考え 

方が述べられているわけでありますけれども、具体的にはどのような方法で取り組まれ

ていこうとするのかということについてお尋ねをいたします。 

○議長（森河昌之君） 小城町長 

○町長（小城利重君） 合併問題については、情報の公開と住民参加が不可欠であり、住 

民の視点に立った情報の提供が第一であると考えております。このことから、合併協議

会だよりの発行、合併協議会ホームページの開設、７町の広報紙等の活用などにより、

市町村合併に関する広報活動を積極的に行ってまいりますとともに、一方的な情報提供

だけではなく、意見交換の場としての住民説明会などの実施も行ってまいります。 

 また、新市建設計画の策定の際には、住民の意向に沿った素案づくりが重要でありま

すことから、住民アンケート調査を実施してまいりたいと考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 合併の是非にかかわらず、斑鳩町が重要施策として掲げておりま 

すパークウェイ整備事業、あるいは総合福祉会館の建設、ＪＲ法隆寺駅を含む駅周辺整

備事業、公共下水道事業等は計画どおり積極的に実現に向けて努力をされるべきものだ

と考えておりますが、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 本町が重要施策として取り組んでおりますパークウェイ整備事業 

、総合福祉会館の建設、ＪＲ法隆寺駅を含む周辺整備事業、公共下水道事業につきまし

ては、斑鳩が持つ固有の自然や歴史、文化を大切にし、住民の誇りと愛着が育まれるよ

うな質の高い個性的なまちづくりを進める上で欠くことのできない事業であります。 

 これら事業につきましては、合併するしないにかかわらず、斑鳩町の将来を展望する

中で必要な事業であり、私の５期目の再重要課題として取り組んでいるところでありま

す。財政環境が不透明な中、時には困難にも直面することもあろうと思いますが、これ 

らの事業の実現に向けて、職員一丸となって全力で取り組んでまいる所存であります。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） この法定協議会は、設置６カ月以内に市町村建設計画を作成し公 

表するとしておりますけれども、この新都市建設計画は目標年次を何年というふうに考

えておいでになるのか、お聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 



○町長（小城利重君） 新市建設計画につきましては、先ほど申しましたとおり、合併協 

議会にこれらの住民の意向に沿った素案づくりが行われるところでありますので、その

目標年次は今後合併協議会にて議論されると考えておりますが、ただ他の合併協議会の

状況では、１０年間を目標とする団体が多く、当合併協議会においても、平成１７年度

から１０年程度の目標年次になると思われます。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 新都市計画の構想発表が、目標年次をどこに置くかということが 

、極めて住民判断の上からも私は大切な点になってくるんだと思います。特に私どもは

、斑鳩町は平成２２年を目標に第３次斑鳩町総合計画を策定をしております。そしてこ

のことは、議会の議決も得ているわけであります。この第３次斑鳩町の総合計画という

のは、斑鳩町が今後進む新しい世紀のまちづくりの指針として位置づけているはずであ

ります。合併協議会では、これがどのように位置づけをされて、どの部分が見直しが必

要になってくるのかということについて極めて深い関心を持たざるを得ません。この辺

についての取り扱い、認識はいかがでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 私は、第３次斑鳩町総合計画に掲げる施策につきましては、合併 

するしないにかかわらず、斑鳩町の将来を展望する中で必要な施策であると考えており

ます。そのため、新市建設計画にも当然盛り込まれるべき事項であると考えております

。ただし、他の６町それぞれの総合計画との調整、また行政区域が広域化することによ

り、その利点を生かすための地域の整備方針や財政計画の変更等を考慮すれば、多少の

見直しもあるのではないかと思われます。 

 いずれにいたしましても、新市建設計画は、合併後の新市の将来像を示す重要な計画 

でありますので、策定に当たりましては慎重に対応してまいりたいと考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 合併問題をめぐります手順なり対応について、合併協議会がこれ 

から運営されていくについての取り扱い手順などについてお尋ねをしてまいりました。

合併論議が常に住民の視点で行えることを第一に考えるという町長の姿勢については、

評価をしたいと思います。 

 また、合併市町村の将来に対するビジョンとなる新市建設計画が、住民の合併の適否

を判断する上で大きな役割を果たすものでありますことから、住民意向に沿った素案づ



くりを基本に、この作成に当たっては住民と一体となった合併を行っていくとの考え方

も示されておりますが、ぜひそうであってほしいと思っています。 

 その上に立ちながらも、市町村の合併の特例に関する法律第５条第６項で、住民発議

により設置された法定協議会は、設置後６カ月以内に市町村建設計画の作成、その他合

併に関する協議の状況を公表しなければならないとし、年内を目途に財政シミュレーシ

ョン及び新市建設計画素案を公表できるように進めていくというふうに述べられている

わけであります。この新市建設計画の素案公表の段階で、市の名称や市役所所在地など

も提示されることになるのかならないのか、また一方的な情報提供だけではなくて、住

民説明会や住民アンケート調査を実施していくとも言われていますが、これが実施をさ

れる時期と、アンケート調査の目的と内容というものはどういうことが考えられている

のかということについてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 今、松田議員のご指摘でございますけれども、この年内を目途と 

しての財政シミュレーション及び新市の関係等についてでございますけれども、その段

階で市の名称、所在地が明らかになるのかということについては、一応はこういう目途

としておりますけれども、なかなかそういう状況になれない。また、私としては、恐ら

くその住民アンケート等の関係等について、いろいろと議論が出てくるのではないか。

あるいはそういうことの経過を踏まえながら、一応この中では、法律第５条第６項の中

ではそういうふうにうたわれてますけども、いろいろと活発なご意見が出てくるのでは

ないかなと思っております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） ６月の８日に第１回の合併協議会が持たれて、いろいろこれから 

の手順などについて確認をされたようであります。私は、奈良新聞と読売新聞しかとっ

ておりませんが、それぞれ第１回会議の模様が報道されております。 

 そこで、若干ニュアンスが違うというふうに思われますのが、アンケート調査の実施

の時期について、一方では直ちにこのアンケート調査を実施をして、いわゆる新都市建

設計画構想に役立てていくように調査を行うというような報道も一方ではされておりま

すし、一方では、この後の是非を、いわゆる合併の是非を問うためのアンケート調査で

あるかのような受けとめ方ができるような記載の仕方がされている向きもあります。 

 このアンケート調査の内容なり実施の方向なり、あるいは目的なりというものが、新



都市計画構想をつくるためのアンケート調査であるのか、あるいは合併の是非を問うた

めのアンケート調査であるのか、あるいはそのことの、今後これから審議を進めていく

に必要な前段の意識調査として行おうとするものなのかということによって、私は大き

くこのアンケート調査の内容、性格が変わってくると思うんです。この点について、必

ずしも新聞報道で見ます限りにおいては、はっきりしているように思えません。 

 したがいまして、第１回の会議で、場合によってはこれからアンケート調査の扱い方

など次回の委員会で決めるんだというふうにも書かれている向きもありますけれども、

必ずしもこの２つの新聞を対照してみますときに、受けとめ方がそれぞれ違うような感

じがいたしています。 

 こうした面から、このことについて、一体事実はどうなのかということについてお聞

かせをいただきたい。これは通告をしていませんので、改めて申し上げることで恐縮で

ございますけれども、わかっている範囲でお答えをいただきたい、こう思います。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 昨日の一般質問の中でもお答え申し上げましたように、第２回目 

の関係等について意見がございまして、第２回目の関係等については、できるだけ議案

書等そういうものを早く、１週間、２週間前までにもらえないかという質問がございま

した。その中で、事務局がお答えいたされたのは、その他の中で、７月２日、次回は、

アンケート等の関係についての皆さん方からご意見をいただきたいということだけの話

でございましたから、中身等についてはまだ詳しくわかっておらないわけでございます

。いずれ、７月２日の三郷で行われる第２回の法定協議会の席上で、そういうアンケー 

トの中身等がどういう形になるのか、そういう議論になってまいると思っております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 読売新聞のこの記事では、結局会議では、合併特例法の期限が切 

れ、期限切れに間に合うように住民のアンケートをとって、結果を踏まえて新市の建設

計画をつくることで合意をしたと、こういうふうに言っているわけですよね。そうしま

すと、先ほど言いますように、合併設立後６カ月以内に新市構想を公表しなければなら

ない、あるいは審議の過程を公表しなければならない、こういうことになっていること

からすると、この住民アンケートというのは早速かかっていかなければならんというこ

とに受けとめられると思うんです。そうしないと、新都市計画構想を発表する段階に、

つくっていくために間に合いませんから、そういうことになってくると思う。ところが



、一方では、何か是非を論じるような関係が言われている。そして、２回目の会議でア

ンケート調査の実施方法などを決める予定だ、こういうふうに言われているんですがね

、この辺のところが非常に私は大事なことではないのか。 

 それで、住民も最も、いつアンケートをとってくれるのか、どんな方法でアンケート

がとられるのか、またこの結果がどう出るかによって、協議会に出席をされる委員の皆

さんの態度というものもそれなりに明確化してくるんではないか、こういうふうに思わ

れるんですが、この辺のところを曖昧にしたままで会議が何回も続行されていきまして

も、これは結局行政サイド、委員会においでになる人々の作業の手順によってどんどん

進んでいくというふうな懸念が出てくるんではないかというふうに思います。 

 したがいまして、先ほど言われますように、住民の目線の上に立って住民サイドの議

論ができるようにしていこうとするならば、こういう手順の関係についてより明確に、

あいまいさを残すことなくして住民の前に提示をしてその手順を明確にしようというこ

とが、私は最も大事ではないのかというふうに思うんです。この辺について、再度くど

いようでありますけども、お聞かせをいただきたい、こう思います。 

○議長（森河昌之君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 松田議員のおっしゃっていただくことは十分わかるわけですけど 

も、ただ第１回目の法定協議会の中で意見が出た中で、事務局から、その他の中で次回

の関係等については、２回目はアンケートの関係の内容等について精査をしてほしいと

いうことでございますから、いつそういう段階に住民にアンケートをとるのか、そうい

うことについても、恐らく今新聞等書いておる中では、事務局等逆算しての話だと思っ

ておりますから、当然やっぱりその２回目の中でまとめられたものを早く住民アンケー

トに付してまいると私は思っております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） では、今まで、合併協議会が発足をいよいよした、これからどう 

取り組んでいくのかということを中心にお尋ねをしてまいりました。しかし、必ずしも

これからの取り扱い、手順について、漠然とした関係ではご説明があるようですけども

、具体的にどうやっていこうかということについては、まだ今なお明確になっていない

要素が非常に多いような気がするんです。 

 ところが、法定期限といたしております平成１７年３月までということを一応の目標

として考える場合に、このようなことで対応と手順というものが果たしてできるんだろ



うか。基本的な認識として、住民サイドで事を進めていく、住民の意向を十分尊重し、

それらの施策を十分取り入れながら新都市構想を、計画構想を立てていく、そしてそれ

をお示しをし説明会などを行っていくと、こういうような手順を考えていきますと、少

なくとも６カ月以内ということは、１２月までですよね、１２月までに新構想ができて

くる、そしてそれらができてから初めて僕は説明会になっていくんだろうと思うんです

。説明会の持ち方によっても、校区単位になるのか、自治会単位になるのか、それもわ

かりませんけれども、そういう関係があと１６年度に残されていくという形になってき

て、時期的に考えてみますと、極めて短時間に事を、期限までにしようとすればですね

。そこで、町長はしばしば、期限にこだわらんと十分に考えていくんだというふうに言

っておいでになりますから、そうなってくればもう少し別なんですけど、期限にこだわ

らないという関係については、７町が共同歩調でなければ、そういうことは言われてみ

ても、ただ個人的な見解にすぎないということになると思うんですけども、７町全体が

そういうような立場に立ちながら対応していこうとしているのかどうか、この辺のとこ

ろが今後の具体的な審議を行うに当たって極めて重要な課題になってくると思うんです

。 

 したがいまして、私は、これ以上は申し上げませんけれども、せっかく基本的な原則

を確認をしていながらも、それらのことが完全に行うためには時間的な余裕がなくて、

消化不良になるようなことのないように、そしてただ単に事務的に行政サイドで合併に

向けての準備がどんどん進んでいってしまうということで住民の不満を醸しだすような

ことのないように十分な配慮を願っておきたい、こういうふうに思います。 

 本日の段階においてはその程度でとどめておきたいと思いますが、今後は議会が持ち

ます合併協議会などで、その都度ご報告を聞きまたご意見を言わせていただく、こうい

うことにさせていただきたいと思います。 

 次に、都市計画街路法隆寺門前整備にかかわる取り組みの現状などについて質問をさ

せていただきたいと思います。 

 私は、この問題について、議会が特別委員会に審議付託をされているということを承

知をしながら、陳情第４号による指摘事項を私なりに整理をし解明を求めていきたいと

考えております。 

 具体的な質問に入ります前に、奈良県から出向し、斑鳩町都市建設部長としてご苦労

をいただくことになりました北村部長のご尽力に期待をいたします。北村部長が、斑鳩



町の都市建設部長に就任されるとき、前任の鍵田部長から、法隆寺門前整備の整備にか

かわって広場事業等の経過と現状について引き継ぎをお受けになっているのであろうか

どうかということについて、まず初めにお聞かせをいただいておきたい、こう思います

。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 議員のほうから、ただいまねぎらい、また激励の言葉を 

いただきまして本当にありがとうございます。 

 私はこの４月に都市建設部長になるに当たりまして、前任者のほうから、都市建設部

が所管しており、諸事業の現状、懸案事項等について引き継ぎ、また概要説明を受けて

おります。その後、これらの内容に関しまして、担当各課とヒアリング等も行いながら

、諸事業の実務に取り組んでおるところでございます。 

 したがいまして、議員ご指摘の法隆寺門前線の整備に係る広場事業の取り組みについ

ても、引き継ぎを受けておるところでございます。 

 しかしながら、もろもろの日常業務をこなす中で、この２カ月間、個々の事業の詳細

について、まだまだ十分な把握はできてないというのも実情でございます。ただ、これ

まで町が取り組んできました諸事業につきましては、今後停滞することのないように事

業の着実な推進に向けまして、私自身ぎりぎりでございますが、精いっぱい努力してい

きたいと考えておりますので、その点につきましてはご理解いただきたい。また、今後

議員の皆様方にも何かとご指導を賜りますようお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） それでは、まだ着任して間もないときにこういった複雑な問題を 

質問することによって十分ご理解をいただけない向きがあるかもわかりませんけれども

、その分については私どもも十分理解をいたしますので、わかっている範囲、ご理解を

いただいている範囲においてお答えをいただければ幸せだというふうに思います。 

 それでは、法隆寺門前線の整備にかかわる広場事業の取り組みの現状について、まず

ご説明をいただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 都市計画道路法隆寺門前線につきましては、法隆寺周辺 

の観光客や地元住民の交通安全を図ることから、国道２５号から南大門前の約３６５メ



ートルの区間を５２メートルの幅でもって、昭和４２年に県が事業主体ということで都

市計画決定を受け、整備されてきております。 

 法隆寺門前広場整備事業につきましては、法隆寺門前周辺の歴史的なたたずまいをも

たらすための風致景観の維持、保全とともに、観光振興を促進するため、南大門前にて

法隆寺門前線の東西両側で４４メートル幅において、町が事業主体として昭和４５年に

都市計画決定を受けまして、平成２年から３年にかけて西側部分の整備を完了いたして

おります。 

 しかし、法隆寺門前線及び法隆寺門前広場事業区域の未整備区域には建物が存在し、

移転交渉を行ってまいりましたが、協力が得られなかったことによりまして、建物の大

半が県事業の法隆寺門前線整備事業にかかることから、県において収用裁決申請及び明

渡採決の申し立てが行われ、裁決を受けましたことから、現在、法隆寺門前線整備事業

を進めるべく調整がなされているところでございます。法隆寺門前広場事業につきまし

ては、先に法隆寺門前線の整備事業を進めていただき、その後、完了後に進めていきた

いと、このように考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） これから陳情４号で、疑念とされている事項について、簡単に指 

摘をしながら解明を求めることにしてまいりたいと思います。 

 まず初めに、陳情第４号では、平成１５年度の一般会計で法隆寺門前広場整備事業に

ついての予算が計上されていないと、これはなぜなのかということが指摘をされており

ますが、この点についてご説明ください。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 広場事業の予算が組まれてないということですが、まず 

町の事業であります法隆寺門前広場事業につきましては、県の事業として進められてお

ります法隆寺門前線の整備事業を先に進めていただき、その完了後に法隆寺門前広場事

業を進めたいと考えておるところでございます。したがいまして、平成１５年度予算に

は計上しておりません。今後、法隆寺門前線整備事業の進捗状況を確認しながら予算の

計上を行ってまいりたいと考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 次の指摘は、法隆寺門前広場整備事業の手続として、斑鳩町の都 

市公園条例に違反しているのではないか、こういう指摘がございます。この点について



はどのようにとらえておいでになるんでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 条例違反というのは、議会の同意のことかと思いますが 

、法隆寺門前広場事業につきましては、西側の広場部分は整備を終わっておりますが、

東側につきましてまだ終わっておりません。このことから、現在事業を継続中であり、

まだ斑鳩町都市公園条例には載せておりません。しかしながら、西側広場部分は、整備

を終わっていることなどから、維持管理等についての整理が必要であり、土地使用貸借

契約、土地使用貸借契約締結に関する覚書、それと法隆寺門前広場の維持管理に関する

覚書において整理をしておるところでございます。なお、広場整備後は、町にて管理を

行うこととなります。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 次には、覚書添付の図が株式会社環境開発研究所の作成となって 

いますと、これは果たして公文書と言えるんかどうかという疑念でありますけども、こ

の点についてどうでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 覚書の添付図面につきましては、法隆寺門前広場と法隆 

寺門前線整備事業とは一体的な整備が必要であるということから、県において広場の部

分も含んだ計画を策定されたということで、その図面を使用させていただいたものであ

ります。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 次に、斑鳩町の都市整備課から出している文章でしょう。整備の 

３１５の知事あて事業変更許可申請書の内容について虚偽の記事が書いてあるんでない

かと、こういうふうな指摘がされているんですけども、この点についてはいかがでしょ

う。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 土地の収用か使用かということであろうかと思いますが 

、土地収用法では、収用は地上を永久的に利用するものとされております。法隆寺門前

広場及び法隆寺門前線事業は、道路、公園として永久的に利用する施設であることから

、収用と記載しているものであります。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 



○２番（松田 正君） 次には、法隆寺門前広場の事業主体、先ほどからいろいろ述べら 

れていますから、お答えをいただいていると思いますけども、改めてお聞きをしておき

たい、こう思います。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 事業主体についてのご質問でしょうか。先ほどからも、 

県なり町がどの部分を事業をやるということについて説明しておりますが、まず法隆寺

の門前広場、この事業主体は法隆寺門前周辺の歴史的なたたずまいをもたらすための風

致景観の維持、保全とともに、観光振興を促進するために、法隆寺周辺の環境整備とい

うことで、これは町が事業主体として、そしてさきにも申し上げましたとおり、これは

昭和４５年に都市計画決定を受けて取り組んでおるところでございます。 

 なお、県が事業主体となっている法隆寺門前線の整備事業とは、一体的な整備が必要

でございますので、その法隆寺門前線整備事業と調整を図りながら取り組んでおるとこ

ろでございます。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） この基本計画及び実施計画というのが、郡山土木事務所がつくっ 

たものであって、町の関係者は全然興味をおいていないんではないか、あるいは参画し

ていなんではないか、こういうふうな指摘がありますし、さらに地元に説明も行われて

いないということで、何か郡山の土木事務所が一人よがりで計画をしたかのように指摘

をされているんですが、この点はどうなんでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 県におきます法隆寺門前線の整備事業とは一体的な整備 

が必要であるということから、その法隆寺門前線整備事業と調整を図りながら取り組ん

でいるところでありますことから、町が事業主体であります広場部分も含めて県におい

て基本計画及び実施計画を策定していただいております。今後は、この計画を参考にし

ながら、東側の広場部分について、地元とも協議を行い進めてまいりたいと考えておる

ところでございます。 

 また、地元説明につきましては、県において収用裁決申請及び明渡採決の申し立てを

行われ、裁決を受けられたことから、現在法隆寺門前線整備事業を進めるべく、去る５

月８日に地元自治会の役員の方々に説明を行ったところでございます。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 



○２番（松田 正君） この問題は、法隆寺門前街路の供用開始と法隆寺門前広場の整備 

事業の区分が必ずしも明確でないということ、特に門前線の事業と、西側と東側との公

園広場の関係の整備はちぐはぐにおくれていたりしていることから、いろいろ混同をし

ているように思うんですけども、このことについてのいわゆる整備の事業区分が必ずし

も明確になっていないんではないかというような指摘もあるわけですけれども、この点

については図面提示などがされれば明確になってくるんかな、こういうふうに思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 県が事業主体となって進められています法隆寺門前線の 

事業区間につきましては、これは国道２５号から南大門前までの約３６５メーターであ

りますが、支障物件の存在から既に完了している区間をもって平成４年に供用開始をさ

れているものでございます。支障物件の存する残区間について、今後は事業を進めるべ

く現在県において取り組まれているものであります。なお、県事業が完成すれば、その

後は町事業である法隆寺門前広場の東側の部分についても取り組んでまいりたいと考え

ております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 法隆寺門前街路と広場整備事業というのは、町、県の公費による 

寺の境内造成事業だとする見解についてどう考えるのかということと、寺の境内造成事

業だとすれば、憲法２０条１項後段の規定及び第８９条の規定とのかかわり合いが出て

くるのではないかというふうに指摘をされていますが、このことについての考え方をお

聞かせください。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） あくまでも法隆寺門前街路は県の事業として、そしてま 

た広場の整備は町の事業として取り組んでおるものでございます。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 現在、法隆寺門前線の整備にかかわる事業施工の過程にあるわけ 

でありますけれども、現在住民からこのことについて何か訴訟が行われているというふ

うに、提起をされているというふうにお聞きをするわけですけれども、この点について

はいかがでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 



○都市建設部長（北村光朗君） 法隆寺門前線につきましては、昭和４５年に事業認可を 

取得されておりまして整備が進められてきました。現在一部を残した形での供用となっ

ております。つきましては、県におきまして、残存物件について、平成１３年３月に土

地収用法に基づき収用委員会に裁決の申請がなされておりまして、その後、平成１４年

４月に、平成１４年１２月を明け渡し期限として裁決されておるものでございます。 

 ただ、この結果に対し、当該者のほうから、法隆寺門前線収用裁決等取消請求訴訟が

提起されております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 今、ご説明のように、関係住民からの訴訟が提起をされていると 

いうこと等でもありますので、特に裁判審議の関係もあろうかと思いますので、この問

題についてはこの程度にとどめておきたいと思うんですが、広場整備の完了後の維持管

理は一体どうなってくるんだろうかということでございますが、この点についてはいか

がでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 法隆寺門前広場の整備後の維持管理につきましてですが 

、町と法隆寺とで土地使用貸借契約を締結することにより、底地の整理を行いまして、

町が維持管理を行うことになります。現在は、西側広場の広場部分の整備を終わってお

り、町と土地所有者であります法隆寺と土地使用貸借契約を交わしまして、町にて管理

を行っておるところでございます。なお、東側の広場につきましては、町にて暫定的な

整備も行っております。 

 そういったことから、維持管理についての整備が必要でありますので、町と法隆寺と

で土地使用貸借契約締結に関する覚書、法隆寺門前広場の維持管理に関する覚書を交わ

し整理をしているところでございます。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 法隆寺門前線と広場整備事業とのかかわりもあるんだと思います 

けど、予定地に、町道２１３号と２３２号線上に町営の上水道管、いわゆる１５０ミリ

の石綿管が布設をされているというふうに聞いておりますが、この管理、あるいはこれ

についての対応などについて、県からも町に、水道部のほうに撤去の要請もあるやに聞

いておりますけれども、この点についてはいかがでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 



○都市建設部長（北村光朗君） 法隆寺門前広場整備事業予定地の中に水道管が入ってい 

るという件でございますが、現在町水道の配水管が法隆寺の所有地に埋設されている状

況にあります。が、法隆寺の使用許可をこれは受け、埋設されているもので、管理は上

水道課のほうで行っております。 

 なお、法隆寺門前線の整備に当たっては、県は現在町水道と協議されておりますが、

整備後につきましては、県また町と法隆寺との間で底地の権利整理を行い、県と町に対

して占用等の手続により整理を行っていくこととなると考えております。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 通告をしてなくて申しわけございませんけども、いわゆる水道事 

業管理者という立場でお聞きをしたいんですけども、郡山土木事務所から平成１５年の

６月２日付で、法隆寺門前線地下埋設物移設願についてという書面が町のほうに提出さ

れているようでありますけれども、このことについては確認をしておいてよろしゅうご

ざいますか。 

○議長（森河昌之君） 池田上下水道部長。 

○上下水道部長（池田善紀君） 今、ご指摘がありましたように、６月２日で出されてお 

りまして、町のほうに出ております。これにつきましては、道路法第９１条の占用にか

かわるものでございます。 

○議長（森河昌之君） ２番、松田議員。 

○２番（松田 正君） 以上でこの問題についてのこの席における一般質問は終わらせて 

いただきたいと思います。一応陳情書による中身で問題点、疑念があると言われている

面につきましては、一応解明を行うことができたのかなというふうに今考えております

が、以降の問題につきましては、特別委員会等で必要な論議が行われるものというふう

に理解をいたしまして、これで私の一般質問を終わらせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

○議長（森河昌之君） 以上で、２番、松田議員の一般質問は終わりました。 

 続いて、９番、浦野議員の一般質問をお受けいたします。９番、浦野議員。 

○９番（浦野圭司君） 質問に入ります前に、私、このたび選挙によりまして、多くの住 

民からの温かいご支援のもとに、貴重な議席を与えていただきました。このご期待に沿

えるよう、また初心忘れず議員活動に邁進する所存ではございますが、何せ若輩者でご

ざいます。町長はじめ行政の皆さん、また議員の皆様には、何かとご迷惑をかけると思



いますが、その際はよろしくご指導、ご鞭撻賜りますようまずもってお願い申し上げま

す。 

 それでは、質問に入らせていただきます。 

 １つ目です。（仮称）総合福祉会館建設に関しまして、総合福祉の具体的な内容につ

いて質問いたします。 

 詳細につきましては、平成１５年斑鳩町議会第２回定例会予算審査特別委員会におき

まして、中井住民生活部長の答弁の中で、この総合福祉会館は、斑鳩町の福祉保健の拠

点となる施設を目指し、介護保険事業、子育て支援などの強化のための保健センターを

建設するとともに、障害者の社会参加の促進のための施設も含め、特定者の方の利用施

設とはせず、広く町民にひらかれた総合的なサービスが実施できる施設として整備した

いと述べられております。 

 ここで、総合的なサービスの内容につきまして、具体的にお聞かせ願いたいと思いま

す。 

 お答えの前に、福祉という言葉、辞書で引きましたところ、福祉の福も福祉の祉も、

幸せという意味になっております。したがいまして、福祉施設の目指す本来の目標は、

人間が生活していく中で幸せを感じるこの空間であると私並びに町民は認識するところ

であります。いわゆる福祉会館は、会館がつくられたというハード面に終わらず、その

空間でどのような充実した福祉を享受できるかというソフト面が重要だと考える町民に

対する回答を求めます。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） まず、総合的なサービスの内容についてということでご 

ざいます。この件につきましては、まず総合的に福祉と保健の推進を図っていくという

考え方がございます。以前の総合福祉会館の考え方の中には、保健機能の推進というこ

とは入っておらなかったんですけれども、今回、福祉だけではなしに、一体的に保健の

機能の関係もそこにあわせて持っていこうということで考えをさせていただきました。

これまでの福祉・保健施設に多い特定の利用者の施設ではなく、多様な町民が気軽に立

ち寄れ利用できる施設とするということで、それと福祉・保健機能を同じ施設で提供す

ることによりまして、機能低下や介護を予防する取り組みを専門スタッフがかかわりな

がら総合的に提供をしていく。町民によりよい事業やサービスを提供するため、行政、

福祉・保健のスタッフの情報交流、学習の場とするということで、総合的な福祉・保健



の推進ということで考えております。 

 また、一方、自立生活の支援という考え方の中で、福祉機器の利用体験や相談などを

通しまして、日常生活を自立してより快適に過ごせるようサポートをしていきたい。さ

まざまな療法や作業を通して意欲的な生活の実現を目指すということで、総合的なサー

ビスというようなことで考えをさせていただいております。 

 続きまして、ソフト面の関係でございますけれども、（仮称）総合福祉会館の整備の

基本方針といたしまして、８つの基本方針を持っております。１つとして、行政機能、

福祉サービス機能、保健機能の連携を図る。１つとして、在宅福祉サービス提供の中核

とする。１つとして、地域福祉の充実に向けた、小地域福祉会、ボランティア団体等の

活動支援の拠点とする。１つとして、町民の健康保持・増進のための拠点とする。１つ

として、特定者の利用施設とせず、広く町民が利用できるものとする。１つとして、高

齢者の相談やサービス、事業のコーディネートなどの介護予防支援を積極的に実践でき

る施設とする。１つとして、介護保険制度のスムーズな運営を図る施設とする。１つと

して、町民の福祉・健康学習の拠点とするということでございます。 

 このことから、利用者側から見たソフト面での基本的な要素といたしまして、元気に

なれる、楽しめる、学べる・活かせるということが考えられるんではないかと、このよ

うに思っております。 

 まず、元気になれるとは、自分の健康を知り、改善できる。１つとして、園芸や音楽

などさまざまな療法や作業で楽しみながら機能の回復がはかれる。１つとして、機能低

下、痴呆予防などの取り組みでできるだけ元気に年をとれる。１つとして、高齢者、障

害者自身だけでなく、介護者もリラックスできる。 

 次に、楽しめるということでございますけれども、１つとして、人との交流が自然に

できる。１つとして、状態に合わせたレクリエーションができる。１つとして、子ども

も親も広い場所で思い切り遊べる。 

 次に、学べる・活かせるということでございますけれども、１つとして、福祉機器を

活用してハンディキャップを体験する。１つとして、福祉や健康の情報提供、各種健康

教室で学べる。１つとして、ボランティアの支援や講座で能力を活かす。１つとして、

障害に応じた軽作業でやりがいを見つけるという点で考えられるんではないかと思って

おります。 

 これらの方針に基づきまして、施設の機能といたしましては、地域福祉の担い手であ



ります社会福祉協議会によりますデイサービスやホームヘルプサービスなどのサービス

提供、ボランティアや小地域福祉会の支援など地域での福祉活動の拠点でありますと同

時に、高齢者、障害者の日常のケアをサポートをいたしていきたい。それだけではなく

、また保健センター機能の一体化も、先ほど申し上げましたように保健センター機能の

一体化も考え、各種相談や教室、子どもたちの健やかな成長をサポートする町民全体の

福祉・保健サービスの拠点として総合的なサービスを整備してまいりたいと、このよう

に考えているところでございます。 

 本年度のこの事業の展開の考え方といたしましては、建設候補地の用地取得を現在地

権者の方々に協力のお願いを申し上げているところでございます。いろいろな事業対応

等のご説明を申し上げながら用地のご協力をお願いを申し上げております。 

 なお、今後の段階といたしまして、今年度で実施計画でいろいろな考え方を担当常任

委員会にもご相談を申し上げながら施設整備に向けて取り組んでまいりたいと、このよ

うに考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○議長（森河昌之君） ９番、浦野議員。 

○９番（浦野圭司君） どうもありがとうございます。立地場所におきましては、小吉田 

界隈で、都市計画道路がちょうどドッキングしますあたりで今探索中、または地権者と

協議中ということでほぼ聞いておるんですけど、場所的には、斑鳩町のほとんど中心地

、白石畑の方には悪いですけど、白石畑北部を除きますとほとんど中心地に立地を計画

されているということで、それは非常に結構なことだと思うんですが、福祉というもの

は非常に複雑でございまして、例えば介護認定を受けられた高齢者であったり、また健

康状態ではあるけれども介護認定を受ける直前の高齢者であったり、また身体的にハン

ディキャップをお持ち、例えば知的なハンディキャップ、あるいは運動能力的なハンデ

ィキャップといったハンディキャップの方等々、非常に多岐にわたっておりまして、こ

れらのすべての住民の方が福祉を享受できるという会館にしていただきたいという気持

ちが非常に強うございます関係上、これまでいろんな関係機関に、斑鳩町以外の関係機

関の施設等ご見学とか研修とかなされた経緯があると思うんですけども、少し今までの

経過につきまして、どこを研修してきたとか、またどういったええ点を勉強してきたと

かということで、ちょっと経過報告をお願いしたいんです。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 担当の常任委員会でも毎年先進地の研修ということで実 



施をされております。そのときに担当の職員も随行させていただきまして、同時に研修

をさせていただいております。 

 私が一緒に研修をさせていただきましたのは、福井県のところの施設が、町名は多分

丸岡町だったと思うんですけれども、そこの施設がかなり、保健センターも併設をされ

て、かなりの部分で参考になったと、私はそのように思っております。また、近隣のと

ころの平群にもありますし、河合町にもあります。等々で、私をはじめ担当の職員等も

勉強をさせていただいている中で、あとは、一番印象に残りますのは、河合町の豆山の

郷ではないかなと、私自身はそのように感じております。 

 担当の常任委員会でも、そういうことで継続審議になっております事案の関係で、必

ずこういうところの研修先という形で取り入れていただいて、各委員にも勉強をいただ

く中で我々も一緒にそういう形で随行させていただく中で研修をさせていただいて、私

としては、先ほど申しましたように福井県の町のところの分が一番印象には残っており

ます。 

○議長（森河昌之君） ９番、浦野議員。 

○９番（浦野圭司君） どうもありがとうございます。いろんな建物、あるいはソフト面 

を研修していただいた中で、よい点も、非常に感動された点も多かったと思うんです。

それよりも、まずい点とか、その点を今後の研修の中でどんどん見ていただいて、こう

改良すべきやったなとか、あるいは最初から盛り込んでおいておきたかったなとかいう

点があったと思うんですが、その点についてはどうでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 私のほうも、一緒に随行させていただいたときに、問題 

点が、どういうところが建設時にかかわってということでお聞きをする中で、障害者の

方々の分で、我々が気がつかないところまでのご意見をいただいてこういう形で施設を

つくりましたというところがございました。今回、検討委員会を組織させていただくと

きに、そういう面も考慮する中で、いろいろそういう障害者の方の立場のほうからもご

意見をいただくということで、先進地の事例を参考にしながら検討委員会の委員の構成

もさせていただいたということがよかったんではないかなと、このようには思っており

ます。 

○議長（森河昌之君） ９番、浦野議員。 

○９番（浦野圭司君） どうもありがとうございます。そういうまずい点をどんどん抽出 



していただいて、福祉会館、総合会館がすばらしくなっていきますように努力していた

だきたいと思います。 

 私も、質問しますのに、図書館へ行きまして、こういった「高齢者とまちづくり」と

いうような本、斑鳩の図書館で借りてきまして、その中にも、例えば道一つ歩くにも、

例えば車椅子の方であれば、歩道のブロックが１枚めくれておるだけ、あるいはグレー

チングの溝が大きいために車椅子が押せないと、引っかかるというふうなこと、また視

力障害の方におかれましては、歩く歩道に物が置かれている、例えば看板が置かれてい

るとか、自動販売機が飛び出ているとか、我々健常者にとりまして気づかない面が障害

者の方、あるいは高齢者の方には非常に差し障りが出てくるというようなことが書かれ

ております。 

 したがいまして、福祉活動を、私も小地域福祉活動を５年間地元でしておるわけなん

ですけども、先刻、３月の第２回の町議会定例会におかれまして、たしか松田議員のほ

うから、龍田西の観光会館の設備がどうも今の現状と即してない構造になっているとか

いうことが書かれてましたですけど、階段を上るとかいうのは非常に福祉においてはハ

ンディキャップがございます。 

 そういうことで、詳細にわたりましてまた今後研究していただきまして、予算の関係

とかいろいろありましょうですけども、いざ会館ができ上がったときには、だれもがす

ばらしい会館だということで感銘を受けていただくような設備にしていただくことを切

に要望しましてこの質問を終わらせていただきます。 

 続きまして、失業者に対する雇用の促進対策についての質問です。 

 不況が続く中、子育て真っ最中の方、また学業終了後就職したくても就職できないい

わゆる就職浪人が非常に増加しております。この対策としまして、具体的にどのように

お考えになっておられるのかを質問します。 

 平成１５年の町議会第２回定例会予算審査特別委員会におかれまして、以前の鍵田都

市建設部長の答弁の中で、緊急地域雇用創出特別対策事業と銘打ちまして、県下の著し

い雇用失業情勢をかんがみ、緊急かつ臨時的な雇用就労機会の創出を図るため、応急処

置として、ホームページリニューアル事業、またＩＴパソコン講習会開催事業、また福

祉サービス現況調査事業を展開するとありましたが、それではこれらの事業はどのよう

に今現在可動し、また失業者に対して就業の場を提供できているのかについて具体的に

お聞かせ願いたいと思います。 



 これは、町内のあらゆる行政機関、例えば図書館、公民館、いかるがホール等々です

が、そこで就労されている就労者を見ますと、一部高齢者、それは定年後の再就職され

ている方がおられますけれども、この方々に就業の場を提供することも大切かと思いま

すが、それより今一番社会で困っておられます、冒頭に申し上げました若い子育て真っ

最中の親御さまとか、あるいは学業終了後の就職浪人の方々、こういった方を助けるの

が真っ先だと思います。そういう内容を踏まえまして質問に回答を求めます。 

○議長（森河昌之君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 長引く景気低迷による企業のリストラ等のために、特に関西 

では失業率が６％を超え、就職を求められる方や、学校を卒業しても就職がない就職浪

人の方が増加していることは、我々の認識しておるところでございます。 

 こういった中でのまず最初の関係でございますけれども、本町におきましては、先ほ

ど質問者もおっしゃっておられますように、ホームページリニューアル事業、ＩＴパソ

コン講習会開催事業及び福祉サービス現況調査事業の３つの事業につきまして、緊急地

域雇用創出特別交付金事業として採択をいただき、平成１５年から１６年の２カ年にわ

たりましての事業実施を行う予定といたしております。 

 これらの事業の実施による雇用就業機会の創出につきましては、８名の新規雇用を計

画いたしております。その募集につきましては、公共職業安定所など広く募集の公開を

行うことを条件として実施いたしております。 

 次に、本町の臨時職員の採用についてでございますが、幅広い年代層からの採用を考

えておりまして、試験選考による一般事務職は３０歳まで、また学校事務員、保育士、

保健師、看護師、幼稚園講師、学童保育指導員、栄養士、給食調理員、図書館司書につ

きましては５５歳まで、また清掃員、用務員、公民館職員につきましては６０歳までと

、一定の年齢制限はあるものの比較的高年齢まで募集をさせていただいております。ま

た、産休の代替や急な事務増による臨時職員の登用は、登録制を行っております。その

登録募集にかかります年齢は、おおむね５５歳までといたしております。 

 そうしたことで、平成１５年度の臨時職員の採用状況でございますが、４月現在で町

で登用いたしました臨時職員は１０４名でございます。その年齢別構成につきましては

、２０歳から２９歳までが４０人、３８．５％、３０歳から３９歳が１３人、１２．５

％、４０歳から４９歳が２２人、２１．２％、５０歳から５９歳が１７人、１６．３％

、６０歳以上が１２人で１１．５％となっております。２０歳代の若い方の登用は約４



割近く、また３０、４０代の方が約３割となっております。 

○議長（森河昌之君） ９番、浦野議員。 

○９番（浦野圭司君） ありがとうございます。現在の日本経済の状況、長引くこの不況 

は、世界全体的な流れがありまして、なかなかデフレ経済からの脱却は一朝一夕にはで 

きない状態にございます。さりとて、この現状を嘆いておっても解決にはなりません。 

 したがいまして、当斑鳩町の行政としまして、雇用の創出の面で何ができるか、これ

を慎重に考えていただき、もちろん農業・商業・観光産業等々産業の活性化、この対策

が基本ではございますけれども、失業者に対する雇用の機会の創出をより高能率化させ 

ることにより、これがひいては税収の安定、治安の安全に結びつくものと思います。 

 今、雇用の創出の応急措置として数点答弁いただきました。それによる効果はどれだ

けあったのか、この点住民にまたアンケート等聞いていただくなり、また反響を見てい

ただくということで、まだまだ水面下の雇用に当たってないいわゆる失業者がおられる

と思いますので、これからもどんどん対策の枠を広げていただきまして、よりよい行政

、雇用行政を行っていただきますよう要望いたしまして質問を終わらせていただきます

。ありがとうございました。 

○議長（森河昌之君） 以上で、９番、浦野議員の一般質問は終わりました。 

 午前１０時３５分まで休憩いたします。 

              （午前１０時１３分 休憩） 

（午前１０時３５分 再開） 

○議長（森河昌之君） 再開いたします。 

 次に、６番、浅井議員の一般質問をお受けいたします。６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） 議長のお許しをいただきましたので、一般質問をさせていただき 

ます。 

 総合福祉会館の整備について。 

 先ほど浦野議員が質問ございました。浦野議員の質問の中では、やはり充実した総合

福祉会館にしてほしいという意味合いかと思いますが、私はこの総合福祉会館について

今日までの経緯。平成１３年９月でしたかね、これはもともとこの事業につきましては

、法務局の東側に位置づけされたと思います。それで、助役さんも今ここにおられます

が、やめられた議員と大変議論されて、位置づけとして今小吉田のほうになったような

感じでございます。このことについて、地元対応はどうかということについてちょっと



お尋ねしたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 芳村助役。 

○助役（芳村 是君） 当初法務局の東側ということで、私の土地も一部含んでいたわけ 

でございます。そういうことも含めながら、また地域の状況、また環境等を考える中で

は適切な位置ではないという判断に立って、そして位置がえをしたと、こういうことで

ございます。 

 そして、今、（仮称）総合福祉会館の建設予定につきましては、小吉田地区と。いわ

ゆるパークウェイと法隆寺線が交差する南側にということで今決めているわけです。担

当部長も申していますように、現在は小吉田地区の自治会、そして水利組合等において

も、この（仮称）総合福祉会館の建設についての説明を行い、ご理解を願っておる、こ

ういうことでございます。 

 今後につきましては、大体７，０００～８，０００平方メーターございます、その土

地の買収に向けて進んでまいりたいと、このように思ってます。町長もおっしゃってま

すように、平成１５年度において、地権者のご理解を得ながら土地を買収し、そしてま

とめてまいりたいと、このように思っております。それについては、できるだけの努力

をしていこうと、このように考えているのが現況でございます。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） 今、助役さんから一定の答弁をいただきましたが、この問題につ 

いて、町の重要施策の一つとして総合福祉会館を考えられておられますが、位置づけ、

また地元の、今、お頼みに行ったということですが、やはりこれは農地でございます。

付近の農家の方、また自治会、水利組合の方の話し合いもあろうかと思いますが、私は

やはり施設が、はっきりわかりませんが、９，０００平米かと聞いております。造成し

ての水の問題、やはり宅地化すれば、雨がふれば急に水が出てくる。治水対策はもちろ

んやってもらえると思いますが、やはり農業用水路に入ってくるんじゃないか。やっぱ 

り地元は、いいこと、悪いことは、これは施設についてはやっぱり弊害がございます。 

 これについて、私もちょっと地元のほうでお聞きしたんですけれども、やはり地権者

の方との話し合い、また、こういうことはちょっとまずいかと思いますけども、以前の

助役さんとやめられた議員のやりとりの中で、単価まで出ました。これに近い線で私は

話ができるんかと思っております。そやけども、やはり町はどうあっても福祉会館をや

りたいと言われりゃ、やはりパークウェイの問題、これは１６万という国の買い上げが



入っております。地元としても、この近い線に持っていかな落ちつかんのやないかと私

は思っております。 

 これにつきまして、候補地は、やはりお金はもらうけども地元に協力を一応していた

だいたということに対して、やはり水利組合、また自治会との要望を十分聞いていただ

いて、地権者の皆様方と話し合いをしていただきたいと思います。 

 そういうことで、この項は、先ほども総合福祉会館、浦野さんの問題もございました

し、私は簡単でこれで終わらせていただきたいと思います。 

 ２点目、パークウェイについてでございます。 

 本年の整備についての中、街路樹の植栽についてと私の質問でございます。これも、

町の重要施策の一つとして挙げておられます。この植栽について、私も農業をやってお

って、こういうことを言うのはどうかと思いますが、木を植えて緑をつくり、安らぎも

できるというような問題ですけども、その付近の方はどう思われているか。やはり迷惑

の方なら多いと思います。私は、このパークウェイの植樹について、街路樹をどういう

ものをされるか、ちょっとお聞きしたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） パークウェイの植樹についてでございますが、これまで 

いかるがパークウェイの推進協議会でモデル区間の整備内容についていろいろと議論を

願いまして、今回モデル区間については７つのパターンでもって整備することを確認し

ていただいております。植栽につきましても、それぞれ異なった樹種でもって整備する

こととなっております。 

 植樹の内容といたしましては、まず高木では、サクラ、モミジ、マテバシイ、シラカ

シ、クスノキ、ニセアカシア、トウカエデ、そして中木では、サザンカとなっておりま

す。また、ハイビャクシン、コグマザサ、リュウノヒゲ、マツバギク、フィリヤブラシ

、オオバジャノヒゲ等の低木、草本類も植栽を考えているところでございます。 

 そのモデル区間につきましても、今年度中には完成いたしますことから、住民の方々

から評価や意見を賜った中で、他区間への延伸整備にも生かしていきたいと考えており

ます。 

 なお、今後他区間への延伸に当たりましては、地域の方々とも十分に協議をしながら

対応をしてまいりたいと考えております。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 



○６番（浅井正八君） 事業部長から今答弁いただきましたけども、やはりこれは専門家 

の植木屋さん、また造園屋さんにお聞きして、やはり葉っぱの余り落ちない常緑樹、ま

たは針葉樹で、掃除もしなければならない、また側溝にも葉が詰まって水が流れにくく

なるという現状はございます。そういった点から、やはり造園屋さん、または植木屋さ

んによくお聞きして、近所、その付近に迷惑のかからないものを植えていただきたい。

ただ、植えて美しいな、よかったなあやなしに、やはり施設の付近の皆さんに迷惑のか

からないようなやり方をとっていただきたいと思います。 

 私も、この話とは分かれますが、南中のとこに田んぼがございます。あの南中ができ

るときに、目安領に南中ができたんです。私の興留領には何ら関係がなかったんですけ

ども、今現在あのクスノキがどないなっているかと。皆さんは、朝から晩まで日があた

っとった。これは、植物の生育因子の一つの原因は、やはり水、光がなかったらよくな

りません。それが、今、山で田んぼをつくっているような状態でございます。あのクス

ノキの大きなること。これからどないなるのかなと、私らでも農業をやっておって大変

不安でございます。葉っぱが落ちて、稲の上へかぶさり、それがコンバインへ行ったら

詰まるというふうな状態。また、あの中学の外周の側溝も葉っぱでいっぱいでございま

す。いつも村の方から怒られますのが、昔は朝から晩まで日が当たっておったのに、今

何でやねんと。学校できるのは私はわかっております。学校の陰はどうにもならん。こ

れは得心の上ですが、やはり植樹されて付近の迷惑ということをもう少し考えていただ

きたいと思いますので、この植樹の問題を取り上げたわけでございます。 

 そういうことで、まだ今年が整備について、街路樹の植栽についてされると、１５年

度内でされるということで、よく研究して植栽していただきたいと思います。 

 次に、２点目、今後、この道路はどの方面に進むのかと。変な質問かもしれません。

当然西向いて進むんじゃないかと思いますけども、やはり去年１億の予算をつけていた

だいて、モデルケースでやってもらって、それからどないなるのかという住民の方いろ

いろ言われ、また東を向いて市街化地域がまだそのままで、バイパスつかない、宅地化

できない、固定資産税の問題もありましょうが、大変やかましく言われております。せ

めて高田枚方線までも延びるのかという話もお聞きしましたが、今この工事が終わって

次の段階の話として、国との話し合いどの程度進んでおるのか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 



○都市建設部長（北村光朗君） パークウェイの今後の進む方向の件ですが、今年度から 

小吉田から西の区間、これは現在のモデル区間から竜田川までの間でございますが、に

ついて、地元との調整、そして協議に着手していただけると国のほうから伺っておりま

す。町としましても、これが早期に進められるよう、国、そして地元の方々とも十分に

協議をしていきたいと考えておるところでございます。 

 なお、先ほど議員ご指摘ありました東の区間についてですが、これについても既に路

線測量も完了しております。そういったことから、東の方向についても早期に整備がで

きるよう、国等と調整を進めてまいりたい、このように考えておるところでございます

。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） ありがとうございました。今、部長のほうからお聞きして安心し 

ております。町民の皆さんにも、尋ねられたら私もそう申すつもりでございます。 

 次に、３点目、三代川改修工事の進捗状況について。 

 私の一般質問、少ない中のいつでも質問する問題でございます。ちょっと近所からお

聞きすることによりますと、線路から北側ということは、踏切から北のほうが一部話が

つけばそっからやるというような話をお聞きしたんですが、これについてちょっと尋ね

たいと思います。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 三代川の改修についてでございますが、まず初めに、現 

在の取り組み、そして今年度の取り組みについてまず報告申し上げます。 

 ご指摘の計画区域内での家屋調査、これの完了している家屋が９戸ございます。そし

て未調査家屋が現在１１戸あります。また、土地につきましては、立ち会いを行ってお

りますが、境界確定がなされてない箇所もありまして、下流側におきましては、立ち会

い自身が行われないことから、県と協議をする中で、郡山土木事務所と昨年、平成１４

年１２月、そして本年１月に各戸の訪問を行いまして、家屋調査の結果及び条件が整っ

た方から交渉を行う旨等について報告したところでございます。また、家屋の未調査部

分につきまして確認しましたところ、今年度には実施されると聞いております。一方、

下流地域の境界の立会未確定地域がありますことから、町といたしましては、県に対し

まして機会あるごとに要請を行っているところでございます。 

 ご指摘いただいております上流部の１戸の契約がまとまり工事をされるとのことであ



りますが、条件等の資料が整い、交渉がまとまれば契約を行うと聞いております。 

 改修工事につきましては、以前から申し上げておりますとおり、河川という位置づけ

から、施工する場合は下流側からと聞いております。県とされましては、計画区域にお

ける関係者の個々それぞれの交渉条件が異なることから、一斉に交渉をすることが難し

いため、交渉資料が整った方から始めるとのことであります。 

 町といたしましては、県に対しまして、関係者の協力を得るためには、それぞれの交

渉資料を早く取りまとめていただくようお願いしておりますとともに、県と連携を図り

まして、今後事業の推進に向けて、関係の方々のご理解とご協力を得るべく努力をして

まいりたいと考えております。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） ありがとうございました。今、ちょっと私も勘違いだったんです 

けども、あくまで改修工事は下流からということで、駅から新家の間の三代川が、あこ

の踏切で２つの川に分かれております。裏は副水路、表は１級河川ということで、上か

らされると聞きましたが、やはり下流からするのが本当じゃないかと思います。話がま

とまれば、郡山土木としては買い上げていくというようなことになるかと思いますが、

やはりこの工事が大変遅れております。富雄川は、もう既に自動車学校のとこまで上が

ってきております。相当な落差がございます。三代川改修工事はまだじっとしておりま

す。私のほうの風船ダムも、水溜めておりますが、汚い、汚い言われて、上から流れて

くる水やからみんな住民が住んで汚すんやないかと私も思いますが、この三代川改修に

ついて、上の方がどない思われているか、私も一般質問でいつも言うんですが、やはり

興留のほうの方が３５年間の水つきを辛抱してきていただいたということをよく頭に入

れていただいて、郡山土木のほうも、この明示の問題、また家屋調査、一日でも早くし

ていただきたい。土木はよくこういうちょっとしたことを住民の方に言われて、私もち

ょっと迷わされたような感じで、もう上が話できたら契約してそこからかかるという話

を聞いたんですけども、そうやないと、工事は下からするんだということを今教えてい

ただいたんですが、ちょっと早ばしってそういうことを言われると、もう、買っていた

だいて工事こっからするねんて、まあどっからしてもええわと、私もあの間を見たら、

ただ掘り下げれば水たまり泥がたまるだけやなと私は思っておりました。できるとこか

らやっていただいたら、一日でも早く三代川改修が上へ進むんじゃないかと思っており

ましたが、今部長の話をお聞きいたしまして、そういうことで、やはり下からやるのが



筋やということを私も皆さんにそう申しておきます。この項はこれで終わらせていただ

きます。 

 ４点目、これも町の重要施策の一つで、法隆寺駅周辺の整備事業について、駅舎の改

築整備はいつごろになるのか、お聞きいたします。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 法隆寺駅舎の改築の時期でございますが、法隆寺駅の周 

辺整備の課題の一つであります踏切問題の解決とバリアフリー化を含む駅舎改築整備に

対する多様な住民ニーズにこたえるために、早期に完成していく必要があると考えてお

ります。こういったことから、現在ＪＲと協議を進めながら、駅舎の基本計画に着手し

ておりまして、駅舎整備の基本計画を今後明らかにしていく予定でございます。平成１

７年度をめどとして進めているところでございます。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） この駅舎の改築について、ＪＲとは町長さんもかけ合っていただ 

いて、大変ご苦労いただいたと私も聞いております。一日も早く改築整備していただき

たい。 

 ただ、踏切の問題は、毎回一般質問に出てきます。これも、私もお聞きした以上、言

うた経緯もありましたが、あの踏切は中線路のポイントがございます。あのポイントが

動かすことはできませんから、あの踏切はあれ以上拡張することはできない。東側は１

級河川であるということを、私も住民の方に言われてよく言うんです。これは住民の方

も理解してもらわなきゃ、軌道はやっぱりＪＲが権利持っているということで、どうに

もならんということを皆さんもやっぱり住民の方にそういうことを認識していただきた

いと私も思います。地元であって、いつでもこの問題で、私も聞いたときに、ああ、こ

ういうことですよと言いますけども、やはり広げよ、広げよということで、この間人身

事故がございました。そのときに、テレビで字幕出たんですかね、郡山法隆寺間、その

ときに遮断機があかなかっておりたままでございました。あの駅前広場が車と人とでど

うにもならなかった。やはり、２点目の橋上駅舎としての自由通路、私らも見学に行っ

た、自由通路というのが必要やないかと私は思っておりますが、この橋上駅舎としての

具体的な説明、というのは、あの今の位置変わらなくて橋上駅できるのか、ある程度駅

を動いてできるのか、ちょっとこの点お聞きしたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 北村都市建設部長。 



○都市建設部長（北村光朗君） 現在の計画では、駅前の広場がございます南側、あの一 

帯を動くことなく、大体現在の位置と同じところでというふうに考えております。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） 何か人によったら西に寄るとか東へ行くというような問題も聞き 

ましたけども、駅舎となればあの場所であるんじゃないかと。北側の駅のほうも、裏駅

と申しましたけども、やっぱり斑鳩町の玄関口になってくるんじゃないかと。今度は北

側へおりる方が多いんじゃないかと。やはり、南のほうは北葛、また川西方面、磯城郡

へ流れる方が多いですが、やはり駅前の橋上駅は北口も大事やと思います。あこですぐ

にエスカレーター、またはバリアフリー化に基づいていろいろとつくっていただくと。

今現在の状態は、９時から４時まで、前も同僚議員が一般質問で言いましたように、９

時から４時までが無人となっていると。これが一番私はガンでないかと。日曜日なんか

ウォークでよく来られる方、汽車がどっち向いて走っているねんという感じで、休憩す

るところもない、コーヒー屋も喫茶店も休みや、難儀なことやなと、ちょっちょっと私

も耳にします。 

 そういうことから、駅舎の整備も続いて、町としては大きな予算になると思いますが

、総合福祉会館、またこれに対しては、初めの予算よりはかなりオーバーするんじゃな

いかと私も思います。これについて、地元の方も関心を持たれて、いつごろできるのか

ということがいつも言われております。私は、踏切のことを言われるたびに、やはり橋

上駅の中で自由通路をとっていただきたい。金が高くつくでしょうが、やはり自由通路

を持って北から南へ渡れると。私も倉敷市に見学に行きました。あこも自由通路をとっ

ております。ああいう方法をとっていただきたいと思います。この項はこれで終わらせ

ていただきます。 

 次に、５点目、最近目立つ落書きについて。 

 これも、３月議会で同僚議員が一般質問されております。その中、私も最近ある方か

ら、落書きについて言われ、私の家のそば、８丁目から９丁目へ抜ける高田枚方線のガ

ードの下、ものすごい落書きでございます。これ、どない思うのかと。また、三代川の

上のガードレールにも黒いスプレーで書かれております。この文字はちょっと読みにく

いです。いかるがホールへ行かれる方があこを通られるのに、何とまあえらいことを書

いてあるなということは言われておりますし、ボックスの下は何重にも書いております

。ただの図案みたいな感じの絵であればそれでよろしいですけども、これは中学生の落



書き、私も１回見ました。その方は、私が近づいたら走って逃げましたけども、９時半

ごろ、学校を休んでおります。そうしてあのあこで遊んでスプレーでどんどんあの上書

いとると。私もちょっとこれ聞いたんですが、斑鳩町の落書き、一遍一斉に消してみた

らどやねんと。今は追いかけごっこをしているような感じで、こっちで書く、また向こ

うで書く、消したらまた書くということと思います。この対応はやはり難しいと思いま

すが、町からも広告物とかこんなんは、消すのに委託でされておると思うんですが、ど

のぐらい程度あれ書いてるんですか、ちょっとお聞きします。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、質問者のほうからもありましたように、この３月議 

会にも議員さんからもご質問をいただき、一定のお答えをさせていただいたところでご

ざいます。その中で、質問者のほうからも、町内を一斉に落書きの消去、それをやって

落書きをしにくい雰囲気をつくってはどうかというご提案もいただいております。確か

にそういうのも一つの方法ではないかというように考えているところではございますけ

れども、町の環境保全条例におきまして、土地、建物、その他の物件を所有し、占有し

、または管理する者は、当該物件を適正に管理し、良好な環境の確保に努めなければな

らないということを定めているところでございます。 

 町といたしましても、不法投棄やごみのポイ捨てなどと同じように、落書きをされて

いる場所、またはその周辺に便乗的に落書きをされることも十分想定できますので、関

係機関、また管理者に対しまして、落書きをされない雰囲気をつくるために、現在ある

落書きを消去していただくように啓発をさせていただきたい、このように考えておりま

す。 

 また、屋外広告物の関係で、シルバー人材センターに業務委託をして、電柱やガード

レール等に掲出がされておりますものを撤去の作業を実施をいたしております。こうい

うことも、一応月２回定期的にパトロールの実施を委託いたしております。その都度担

当課の都市整備課の職員が赴いて随時に撤去等も行っておるというような状況もござい

ますので、こういうことでよろしくお願いをしたいと思います。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） ありがとうございました。今部長のほうから答弁いただきまして 

、シルバーセンター月２遍ですか、行っていただいていることはよくわかります。 

 昨日、いろいろ、学校教育問題に同僚議員が質問されておって、教育長の答弁もござ



いました。教育長は熱心にいつもやっておりますが、私はこのスプレーかけた子どもの

なにを見ると、やはり中学生でございます。９時半ごろ学校へ行かなくてかばんも持た

んと青白い顔をしてあこでやっておりました。私は追いかまそかと思ったけども、とま

ったんです。学校教育やかましく言われている中、中学生が学校も行かずあの高架の下

でスプレーで変な言葉がたくさん書いてあります。あんなとこはどこにもないと思いま

す。見ていただいたらわかりますが、教育長として、子どもに学校教育だけでいいのか

、私は一つの問題として家庭教育も必要やないかと思いますが、この点どうですか。 

○議長（森河昌之君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） おっしゃっていただいているように、落書きというのは余りい 

いことではないというふうに思っています。最近特に公共施設の使用についていろいろ

、使い方が悪いとか雑に使うとかというようなことはよく言われます。それは、体育館

にしろ公民館にしろいろんなところで同じことでございますし、特にこうした高架下と

か擁壁とかというのに、最近は非常に多くのスプレー等で落書きされているのを見ます

。そうしたことについては、やはり学校では、そういう公共物を大切に使うんだという

ことで学校の中でも指導はいたしております。しかし、なかなか学校だけではそれはお

さまらないのは現状でございます。議員もおっしゃっていただいているように、やはり

家庭教育で公共物の大切さ、大切に使うんだということの指導も、社会ルールを守って

いくという立場から、やっぱりそういうこともご指導をいただくということが大事では

ないかなというふうに思っています。 

 いずれにいたしましても、中学生がこういう落書きをしているということでご指摘伺

っておりますので、学校に対しましてもそういったことのないように指導をしながら、

またＰＴＡなり保護者の皆さん方にも協力を得ながら、落書きのない明るいまちづくり

に努力をしていきたいというふうに思います。 

○議長（森河昌之君） ６番、浅井議員。 

○６番（浅井正八君） ありがとうございました。教育長が言われたとおり、私も家内亡 

くして２５年たって、子ども２人育ててきました。子どもはよく親の背中を見て育つと

いうことがございます。私も幸い皆さんに助けていただいて今日まで来ました。子ども

がどこまでぐれるか、私も心配しました。親の苦労を見てます。やはり、皆さんに余り

迷惑をかけなかって大きくなったというのは、私の経験でございます。 

 今のこの問題、やはり家庭へ入って、家庭の方が、家族の方が、やはり今日の１日学



校で何があったか、行きしなどやったか、雨ふってぬれたとかいうことは、やはり家庭

内の会話が必要やないかと、それによって家庭教育ができてくるんやないかと。人に迷

惑をかけない、これが大事やと思います。 

 今、教育長も言われたとおり、少子化の中で学校教育は大変大事なことやと思います

。大事であって、少子化の中、どこのお子さんも１人、２人、賢い方出たかても、やは

りいい学校を出た方は斑鳩町から離れていかれます。東京、大阪、大都市へ行って活躍

していただきますが、地元へも残って斑鳩町をこれから担っていっていただきたいと思

います。この項はこれで終わって、私の一般質問を終わらせていただきます。どうもあ

りがとうございました。 

○議長（森河昌之君） 以上で、６番、浅井議員の一般質問が終わりました。 

 ここでお諮りします。 

 時間が早く終わりましたので、１３時まで休憩をとるか、それとも三木議員、木田議

員、里川議員さんが繰り上げするか、傍聴者のお見えになることがございましたら。三

木議員さん、どうですか。 

○１１番（三木誓士君） 今までどおりの形で。１時から傍聴の方も来られますので。 

○議長（森河昌之君） そしたら、午後１時まで休憩します。 

        （午前１１時０６分 休憩） 

 

          （午後 １時００分 再開） 

○副議長（中川靖広君） 再開いたします。 

 議長が所用のため退席をされておりますので、かわりまして議事を務めさせていただ

きます。よろしくお願いいたします。 

 次に、１１番、三木議員の一般質問をお受けいたします。１１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 一般質問に入る前に、新人議員が恒例になっているのか、私は 

新人議員としては最終バッターになります。緊張と不安がいっぱいですが、何かこの議

席に立つことのほうがうれしく、心踊るものがございます。 

 それでは、質問の本題に入らせていただきます。 

 まず、広域７町合併についてご質問させていただきます。 

 既に、小野議員、松田議員が市町村合併の質問をしておりますので、ダブる件がござ

いましたらお許しください。 



 地方自治、少子高齢化等将来のことを考えますと、積極的に合併問題に取り組んでい

かなければなりません。平成１５年第４回斑鳩町町議会定例会の提出議案説明の中でも

話されておりました、７町合併の是非を含めた協議と言われております。その中で、生

駒４町・斑鳩市構想はうたっておりませんが、これらを含めて市町村合併について５つ

の質問をさせていただきます。 

 まず、１つ目ですが、今も町長の中で生駒郡４町・斑鳩市構想は、以前から一般質問 

の中で答えられておりますが、今もそれは変わっておりませんか、お聞かせください。 

○副議長（中川靖広君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 今、このご質問でございますけども、私は既に平成９年の第４期 

目の町長選挙の出陣式でこのことを申してきたわけでございます。私がいろんなことか

ら、各７カ町の関係等の中で、私は斑鳩市構想等を申し上げた中で、いろいろと皆さん

方から、そういうことはまだどうかということもございますし、私は特にやっぱりこだ

わっておりますのは、この世界遺産のある法隆寺を含んだ歴史遺産のやっぱり町という

一つの大きなものがございます。そういうことから、私はそういうことを申し上げてお

るわけですけども、今はただ広域７町の住民により合併特例法に基づく住民発議、そし

て７町の各議会で設置が議決され、６月８日に平群町・三郷町・斑鳩町・安堵町・上牧

町・王寺町、河合町合併協議会が設置されました。この合併協議会の中では、７町の合

併について協議されますが、合併の是非をめぐってさまざまな合併パターンや新市の名

称などについて議論されていくものと考えております。 

 町としましても、市町村合併は町の将来にかかわる重要な問題でありますので、町民

の皆さんの意向に沿えるよう合併の是非について一定の結論を出してまいりたいと考え

ております。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今の町長のお答えの中で、平成９年度に出馬表明のときに４町 

構想・斑鳩市構想をお話したということでありますが、町長が公以外に私的な場所にお

いてもこの４町・斑鳩市構想を言っているとしたら、町民に対して誤解を招くおそれが

あるのではないかと思いますが、その点についてお聞かせください。 

○副議長（中川靖広君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） 今、三木議員の質問でありますけれども、私は誤解を招くとか招 

かないとかいうよりも、やっぱり町民それぞれがそういうことを検討をしていただく、



またそういうことも大事であろうということはもう既にわかっておられることでありま

すから、このことについて私はとやかく言うよりも、やっぱり今まさに法定協議会とい

う中でいろんな議論をされていくことが大事であろうと。その結果どうなっていくのか

ということについては、これからの審議の状況によって変わってくるんだろうと思いま

すけども、今私が申し上げているのはそういうことであって、やっぱり斑鳩という一つ

の、この歴史的遺産のある町という一つの誇りを持って私は申し上げておるわけでござ

います。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今の町長のご答弁により、７町の合併推進で進まれると、住民 

主体であるということに理解させていただきます。今までも、松田、小野議員のご質問

にもダブることがありますので、次の質問に参らせていただきます。 

 住民に対してどのような情報提供と説明会を行っているかということですが、まず情

報提供についてお尋ねします。 

 今までにおいても、住民に対して町としていろいろ取り組んできましたが、いま一つ

住民に対して市町村合併の是非について認識が薄いように思われますが、以前の答弁の

中で植村部長は、町広報、インターネット以外について、その後、合併啓発用パンフレ

ット、ハンドブックの作成が考えられるということですが、それ以外にどのような方法

をお考えですか、お聞かせください。 

○副議長（中川靖広君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 情報提供についてのご質問でございます。 

 合併問題につきましては、情報の公開と住民参加が不可欠でございます。住民の視点

に立った情報の提供が第一であると考えております。 

 このことから、住民に対する情報提供といたしましては、合併協議会だよりの発行、

合併協議会ホームページの開設、７町の広報紙等の活用などにより、市町村合併に関す

る広報活動を積極的に行ってまいるわけでございます。 

 また、住民アンケート調査により、住民の意向に沿った新市建設計画を策定した後に

は、これらを地域住民に公表し、合併に関しての判断できる材料をわかりやすい形で提

供することが必要でありますので、パンフレットの作成も考えております。そういった

ことでございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 



○１１番（三木誓士君） 情報提供という意味で情報開示をし、積極的に情報を共有し、 

行政、議会、住民が同じ情報を持って最終的には住民投票によるのが望ましいと思われ

ますが、東吉野村のケースのように、村長、議会は宇陀であったが、住民投票の結果吉

野町に決まったような、情報が共有していなかった例がありますので、私は住民にわか

りやすい情報提供として、今、住民が一番興味を持っているものは、国民健康保険税、

介護保険料、上下水道料金等住民の身近な問題を、個人家庭と各町との比較対照表を作

成し、わかりやすい情報提供をしていただきたいと思います。 

 次に、説明会についてでございますが、情報提供とあわせて説明会について今後どの

ようなことを考えておられますか、お答えくださいませ。 

○副議長（中川靖広君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 説明会についてのご質問でございますが、行政からの一方的 

な情報提供だけでなく、住民と行政の意見交換の場として、住民説明会などについても

実施してまいりたいと考えております。ただし、情報提供との兼ね合いもございますか

ら、合併協議の進捗を見ながら適切な対応をしてまいりたいと考えております。 

 このような情報公開と住民参加の中で、住民、議会、行政が合併問題について議論を

活発に行っていくべきだと考えておるところでございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今、私たちは、住民団体の勉強会から当選した議員の集まりの 

議員連盟と勉強会を１０人ほどで月１回開いております。現在、７町合併を進めていく

に当たって、調整課題が１，５００項目あると聞いていますが、例えばごみ問題等身近

な出来事から毎回議題を決め、すり合わせをし、これらの結果を住民発議団体とともに

協議し、提供していきたいと今後も考えております。 

 また、住民に対しては、説明方法の一つとして、わかりやすい情報を作成した表をワ

ープロにおさめ、プロバイダー、映写機を通して住民に説明していくのも一つの方法と

考えます。プロバイダーは各町にお持ちと思いますので、活用されることを提案いたし

ます。 

 次に、合併特例法の期限立法についてですが、計画期限についてご説明をいただけま

すか。 

○副議長（中川靖広君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） ご指摘のとおり、合併特例法による財政上の優遇措置の適用 



を受ける対象が、平成１７年３月３１日までに合併した市町村となっておりまして、そ

の延長につきましては、現在のところ認められておりません。 

 しかし、国の市町村合併促進プラン、これは平成１５年５月８日のものでございます

が、促進プランでは、期限内に各町議会の議決を経て県への合併申請を行ったものにつ

いては、残りの手続及び合併が期限後になっても引き続き財政支援等を適用する旨の経

過措置を講じることとなっており、現行合併特例法の改正案が検討されるということで

聞いておるところでございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今のご答弁によりますと、現在のところ継続期限については認 

められていないということでございますが、私の情報によりますと、片山総務長官が考

えている、俗にいう片山プランというものがあるそうですが、このことについておわか

りでしたらご説明ください。 

○副議長（中川靖広君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 片山プランでございますが、合併特例法の期限まで２年を切 

ったことを踏まえ、市町村合併の動きをさらに促進するため、片山総務大臣が平成１５

年５月８日に公表されたものでございます。それが、市町村合併促進プランでございま

す。先ほど申し上げました合併特例法適用の経過措置等の法的対応のほか、国の個別地

域に対する重点的な取り組み、積極的な広報の展開、市町村合併の国の手続の迅速化な

どの内容となっております。また、県に対しましても、合併重点支援地域の指定拡大や

独自の合併推進策の充実を求められている、そういった内容でございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） わかりました。ありがとうございます。 

 次に、合併後の選挙についてお尋ねいたします。 

 平成１７年３月３１日に合併が成立した場合について、町長、町議会議員の選挙につ

いて、全国の例をとって、合併時、そして２年後の合併後の、またその例の中で、全国

でも６～７町の合併例は幾つあるか、その結果をお示しください。 

○副議長（中川靖広君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） まず、町長の場合でございますが、市町村の合併が行われた 

場合、編入合併であれば編入する市町村長はそのまま新市町村の長となりますが、新設

合併であれば、市町村長は所属する市町村が消滅するため、合併の日の前日に失職する



こととなります。新市の町の選挙については、公職選挙法第３３条第３項の規定により

まして、新市の設置の日から５０日以内に行われることになります。長が選挙されるま

での間につきましては、合併関係市町村の長であった者の中から関係市町村の協議によ

り定めた者が職務執行者となるものでございます。 

 それと、合併関係市町村の議員さんの場合でございますが、新設合併であれば、次の

２通りの選択がございます。 

 １つ目は、定数特例を活用し、設置選挙を実施するというものでございます。これに

つきましては、公職選挙法第３３条第３項の規定により、新市の設置の日から５０日以

内に行われます。定数につきましては、新市の定数は、合併関係市町村の議会議員の定

数の総和に比べ著しく少なくなることから、その激減緩和のため、定数の特例として、

設置選挙により選出される議会の議員の任期に限り、合併関係市町村の協議により、地

方自治法第９１条第３項の上限数の２倍までの数の議員を置くことを認められておりま

す。これは、特例法第６条関係でございます。仮に７町が合併した場合には、６８名ま

での議員を置くことが可能となります。 

 次に、在任特例を活用する場合でございますが、合併関係市町村の議会の議員で、合

併市町村の議会の議員の被選挙権を有することとなるものについては、最長で２年以内

の間、合併関係市町村の協議により、引き続き合併市町村の議会の議員として在任する

ことが認められております。これは、特例法第７条関係でございます。 

 平成７年度以降の全国の例を申し上げますと、平成１５年４月１日までの合併した市

町は、２５団体、１９市６町でございまして、その大多数の２３団体の市町村議員が在

任特例によって引き続き新しい合併後の市町の議員に就任されております。 

 ６団体以上の合併につきましては、１つの例を挙げますと、八田村、白根町、芦安村

、若草町、櫛形町、甲西町の６町村が合併した南アルプス市の例がございます。南アル

プス市は、住民発議から始まった合併でございまして、人口約７万１，０００人であり

ます。平成１５年４月１日の合併後、設置選挙により市長を選出し、市会議員は在任特

例によって旧６町村の９５人の議員が１年１１カ月の任期を務めることとなっておりま

す。 

 以上でございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 私たち、新人議員でありますが、今後この選挙によりまして今 



後の動きというものがかなり変わってまいります。そういう意味におきまして、合併後

の新市議会議員の選挙方法についてですが、選挙区という形でありますと、県議会議員

より広い７町全域となるため、候補者の選挙運動がかなりな大きな負担になるものと思

われますが、この辺についてはどうお考えでしょうか。 

○副議長（中川靖広君） 植村総務部長。 

○総務部長（植村哲男君） 市町村議会の議員の選挙につきましては、原則として選挙区 

を設けないでその区域の全部を１つの区域として選挙を行うことになっておりますが、

公職選挙法第１５条第６項の規定により、市町村合併により区域が広大になると、特に

必要がある場合には条例で選挙区を設けることができるということになっております。

また、各選挙区において選挙すべき議員の数についても、同法同条第８項の規定により

まして、人口に比例して条例で定めることとされております。こうしたことにつきまし

ても、今後合併協議会におきまして協議されるものと考えております。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今、選挙につきまして、議員定数のことについてもお答えいた 

だきましたが、条例によりますと、今お話の中で、選挙区という、呼び名で言っている

ようでございますが、各町、７町ごとの選挙区としますと、人口に比例して点数を決め

選挙ということですが、１０８人が７町全域でうまるということは、かなりの負担とな

ることですが、法定協議会との調整もあろうと思いますが、斑鳩町におきましても、選

挙区選挙、今の言う小選挙区という形になるんでしょうか、７町ごとに選挙をしていき

、人口比率の割で人数を決めて選挙していくという形でございますが、市町村合併の今

回のこの問題におきましても、選挙ということについても大変、７町１０８人の議員の

方も興味を持っております。ぜひ斑鳩町におきましても、この選挙区選挙を実施される

よう希望いたしまして、市町村合併の質問をこれで終わらせていただきます。 

 次に、質問は、旧街道のカラー舗装化の問題でございます。補修工事の問題でありま

すが、その問題に入ります前に、今日はその旧街道の方々が、地元の方々が傍聴に来て

おります。これは、この補修工事に当たって、今まで住民の方々が大変ご苦労をされて

いるという実態を踏まえていただきまして、行政側の誠意ある回答を期待し来られてい

る傍聴の方々でございますので、その辺よろしくお願いいたします。 

 それでは、旧街道補修工事に対してのご質問をさせていただきます。 

 まず、補修工事の時期の経緯についてお示しください。 



○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） ご指摘の時期でございますが、これは東はシルバー人材 

センター前国道２５号交差点から西は猫坂の国道２５号の交差点までの間を、平成７年

度、８年度、９年度の３カ年で水道管の布設替え、そして側溝の改良工事にあわせ、既

存のアスファルト舗装が一般的ではございましたが、ここは旧街道であることと、町並

みに配慮し、カラー舗装で改良を行ったものでございます。 

 年次別に申し上げますと、平成７年度は、シルバー人材センター前から福寿荘アパー

ト前までの延長７００メーターを、これは８月２９日から１２月１１日にかけてでござ

います。そして、平成８年度は、福寿荘アパート前から木村歯科医院前までの１２０メ

ートルにつきまして、６月４日から９月１１日にやっております。平成９年度は、木村

歯科医院前から猫坂交差点までの２００メートルを、これは９月３０日から１２月１５

日に工事を行いました。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今のお答えからいきますと、問題になっている場所は、平成９ 

年度木村歯科医院前から猫坂交差点２５号線まで２００メートルを、９月の３０日から

１２月の１５日まで工事を実施したということになりますが、それでは次に、この補修

工事の剥離状況について、その原因と町が把握している剥離時期についてお示しくださ

い。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） カラー舗装につきましての剥離の原因ということでござ 

いますが、当時の施工業者に対しまして剥離の原因について問い合わせをしましたとこ

ろ、これは他の市町村の工事においてもこのような状況が確認されていることから、現

在原因究明に向けて研究を行われている段階でございます。さまざまな要因の中で、現

段階におきましては結論づけることは難しい状況でございますが、一つの可能性といた

しまして、白化現象というのが起きたのではないかということでございます。この白化

現象とは、アスファルトの打設後に雨が降りまして、その後太陽の紫外線が当たること

によりまして、舗装の色が若干白く変化し、それが劣化につながっていくこともあると

の報告を受けております。 

 町といたしましても、当時の天候を確認いたしましたところ、舗装したその日の夜半

から翌朝まで雨が降っていたことの確認をいたしております。このようなことで、区間



内の一部にはアーケードになっている場所がございまして、その直下の舗装については

剥離は見受けられてない状況でございます。 

 現段階におきましては、原因の特定には至っておらない状況でございますが、施工業

者及び舗装材料メーカーに対しましても、原因について研究を進めていただいておると

ころでございます。 

 以上です。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今のお答えの中で、聞いておられる方も含めまして、このハッ 

カ現象ということについてですが、どのような字を書いて、またもう一度このハッカ現

象が起こる状況、今、雨が降って太陽で照らされて化学反応ということでございますが

、もう一度わかりやすくハッカ現象をご説明いただけますか。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 白化現象、どのような字を書くかということでございま 

すが、白いに化けるという字でございます。 

 そして、この現象再度説明申し上げますが、アスファルトの打設後に、直後に雨が降

りまして、その後雨が上がりまして、太陽の紫外線が当たることによりまして舗装の色

が若干白く変化してくる、それが劣化につながっていくという現象でございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今の白化現象ということでございますが、白く化けるというこ 

とですか。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 当時、白いに中華の華という字で報告を受けたことがあ 

ったんでございますが、その後、ほん最近でございますが、そうじゃなくて白いに化け

るという字で新たに報告をいただいておりますので、そういうふうに説明させていただ

きました。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 原因につきまして、今も施工業者及び舗装材料メーカーととも 

に研究中であり、原因究明に至ってないということでございますので、原因究明を急い

でいただくということをお願いいたしまして次の質問にまいりたいと思います。 

 次に、一般的に路面補修予算の算出方法と、今後どのような施工方法がとられるのか



、またその施工方法で今後剥離しないであろうということを含めてお示しいただけます

か。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 道路舗装面の補修費の予算はどのように確保していくか 

ということでございますが、道路舗装補修につきましては、路線的に行うもの、そして

部分的に行うものと２通りの補修の方法がありまして、路線的なものにつきましては、

道路の傷み具合等によりまして舗装が必要な路線の予算化を行っております。そして、

工事時期につきましては、地域の実情を踏まえ路線ごとに入札執行を行い、工事を行っ

ておるところでございます。 

 また、部分的に補修が必要なものにつきましては、過去の補修の量であるとか、そう

いったもの、実績等によりまして、毎年度予算化を行っております。 

 特に、業者発注につきましては、年度当初に単価契約を行いまして、緊急を要する部

分から必要に応じ補修を行っておるところでございます。 

 そして、最近の施工方法についてでございますが、これまでにやったこのカラー舗装

でございますが、最近は骨材の粒形が稜角に富んでおり、これは砂利を破砕して鋭角に

なっておるというところから、従来の玉砂利に比べまして骨材のかみ合わせが、その効

果が期待できるということで、対剥離性にも優れている舗装に変わってきております。

そういったことから、町としましては、平成１３年度に使用しております。その施工場

所でございますが、法隆寺駅北側の町道３０７号線で使用しておりまして、現在このよ

うな、先ほど申し上げましたような剥離が確認されておらない状況です。そういったこ

とから、今後は、今申し上げました自然色舗装で施工を行ってまいりたいと、そのよう

に考えております。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 予算についてはわかりましたが、施工方法についてなんですが 

、剥離しないであろうということについて、現在、平成１３年度施工した法隆寺駅北側

の町道３０７号線の興留５丁目以下７丁目の地内で使用しているものは、今の状況の中

では一番よいのではないかというふうにとらえましたが、それでは現在の旧道において

の補修工法についてですが、どのような補修工事をされましたか、もしおわかりでした

らお答えください。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 



○都市建設部長（北村光朗君） 以前の、今回問題となっているところの補修の工事の施 

工手順でございますが、まず既設のアスファルト舗装を撤去させていただきます。その

次に、路盤表面の凹凸を平らに敷きならしまして、転圧機会で締め固めを行います。そ

の次に、アスファルトの付着性をよくするため、れき青材を路盤の表面に散布しており

まして、アスファルトを機械で敷設し、締め固め転圧を行い、最後には白線を引いて完

了となっております。３カ年ともこの方法で施工しております。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今、３カ年とおっしゃいましたが、平成７年度、８年度、９年 

度ということで、その９年度に行われた２００メートルの場所が剥離しているという状

況でございます。それで、その剥離しているというこの旧道の住民の方々から、アンケ

ートをとらしていただきました。全部読み上げませんが、質問内容は、剥離時期につい

ていつごろでしたか、剥離後の問題点は何か生じませんでしたか、住民から町に対して

何か要望はございませんかという３項目のアンケートをとらしていただきました。たく

さんございました。 

 今、住民の方々から、この剥離時期について一番多かった時期でございますが、平成

９年度に終わっておるわけですが、剥離し始めたのは２年後の１１年ごろから剥離をし

始めたとアンケートでは皆さん言っておられます。そして、剥離後どんな問題を生じた

かということですが、アンケートでは非常に私やさしく質問させていただきましたけど

、これは皆さんは、私はある意味での１１年以降の被害者ではないかとも思われます。

金銭に換算してもおかしくないほどの被害を受けていると、このアンケートの中にも出

ております。例えば、フロントガラスにひびが入った。商店のガラスに砂利でひびが入

った。そして、ブティックもあり、仏壇屋さんもありますし、生鮮食品屋もあります。

そういったところにほこりが舞って、ブティックなどはいつもビニールをかけて、知ら

ないお客さんが来たら、あっ、ここはクリーニング屋さんですかと言われたと言われる

ぐらい、そういうものをおおって生活しなきゃならないという、この現実を踏まえてい

ただきまして、それから住民から町に対しての希望ということですが、速やかに一日も

早い補修工事をしていただいて、この後剥離等が起こらないような工事をしていただき

たいというのが住民の希望でございました。 

 それでは、次の質問に入らせていただきます。 

 この質問から、きょう来てらっしゃる住民の方々が非常に興味を持っているところで



ございます。どうか温かいお言葉をいただければと思っております。 

 今後の施工時期について、具体的にお示しいただけますか。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 付近住民の方々には、砂利等が飛散しているという状況 

で、大変ご迷惑をおかけしております。 

 今後の補修についてでございますが、猫坂の国道と交差する坂の部分につきましては

、坂とカーブという現場状況から、二輪車をはじめとする通行に支障が出るおそれがあ

ることから、この箇所の改良に向け準備を早急に取りかかりまして、本年７月に発注し

たいと考えております。残りの区間につきましては、予算の関係上、次年度の早期に実

施していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いいたします。 

 以上です。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今のお答えによりますと、猫坂付近は７月発注ということでご 

ざいますが、実際に発注ということは、７月に発注してではいつ工事にかかれるのか、

時期、工期、作業日数。作業範囲は今聞きました。作業日数、大変細かいところまでお

聞きして申しわけないと恐縮しております。ぜひ、もしお答えできるのであれば、この

発注というとこについて、行政内でのいろんな作業もあると思いますので、もう少し具

体的にお聞かせいただければ幸いです。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 工期の詳細についてでございますが、この件につきまし 

ては、７月に入札を行いまして、おそくとも盆には工事を完了していきたいと、そのよ

うに考えております。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 盆までには、じゃ完成というふうに理解させていただきます。 

今のお答えで、８月の中旬までに猫坂近辺については工事を完了していただくという早

速の短期でのご返答に対しまして心から感謝いたします。 

 次に、今、猫坂以外の場所についても次年度の予算ということでございますが、これ

につきましても、もしできましたらある程度の時期等をお知らせいただければと思いま

す。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 



○都市建設部長（北村光朗君） 来年度の工事につきましては、これから予算ということ 

もございますが、年度変わりということもございまして、具体的に何月何日というよう

なことは申し上げられませんが、できるだけ早い時期、できれば５月中旬から６月中旬

、それぐらいの時期を完了を目標に今後進めてまいりたいと、このように考えておりま

す。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） この件に関しまして、かなり前からいろいろと住民の方々とも 

お話させていただき、行政側ともいろいろとお話させていただきました。今のお答えで

すと、とりあえず猫坂近辺を８月の中旬まで、そして来年度については５月中旬から６

月中旬までの間に施工し完了したいというお答えに対しまして、誠に今日来ている住民

の方々も安堵しているものと思います。質問者としても、この場をかりまして厚く御礼

申し上げます。この旧街道の補修の質問につきましては、これで終わらせていただきま

す。 

 続きまして、３番目の質問でございます。 

 龍田西３－１３０９－３１先の交通安全対策についてでございます。場所は、龍田西

の山簡易郵便局先、変則交差点道路についてでございます。この件についてご質問させ

ていただきます。 

 全体的なことについてちょっとご質問させていただきます。現在、信号機の設置要望

状況でありますが、平成１４年度には西和署に７町が要望している信号機設置の件数は

何件ですか。また、斑鳩町においても何件要望しておられますか。そして、この信号機

の設置要望状況について、西和署の見解をお聞かせいただきます。 

○副議長（中川靖広君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） まず、平成１４年度におきましての西和署への信号機の 

設置要望の関係でございます。これは、毎年６月もしくは７月に翌年度の交通信号機の

設置要望を西和警察署のほうへ行っております。その件数でございますけれども、西和

７町、広域７町から出されておりますのは５３件の要望が出されていると、このように

聞いております。ただ、平成１４年度では、各町とも道路の新設とか改良などによりま

して要望件数は多くなっているということもあわせて聞かされているところでございま

す。 

 それと、１４年度の斑鳩町での要望件数でございますけれども、西和警察署のほうに



対しまして設置を要望いたしておりますのは、３件でございます。その３件の内訳でご

ざいますけれども、昨日もご質問ございました竜田川の河薮橋の西詰めの交差点のとこ

ろでまず１カ所、そして今質問者が申されている箇所の交差点が１つ、そして竜田川に

かかっております塩田橋の西詰めの交差点で１つという合計の３カ所でございます。 

 それと、設置要望に対しての西和署の関係の考え方なんですけれども、一応特にご質

問者が申されております交差点等の関係で申し上げますと、この交差点につきましては

、町道と県道が交差をするような状況になっておりまして、緩いカーブの状況の交差点

でございます。三郷領のほうから来ますと、坂を上って斑鳩領域へ入ってきますと下り

坂になるというような状況で、要はこの辺でスピードが比較的出やすいような道路形態

にはなっておるかなと、こういうふうに思っております。 

 そういったことから、県道を走行する車両と、町道から侵入いたします車両等との接

触事故とか、また歩行者が横断をする際にも危険を伴いますことから、以前から地元自

治会からも信号機設置の要望をいただいているところです。 

 町といたしましても、そういうことから、西和警察署のほうへ毎年信号機の設置要望

をさせていただいております。これは平成８年度から継続してその設置の要望を西和署

に出させていただいているところでございます。しかし、現在、要望を出させていただ

いておるにもかかわらず、昨日のご質問者にもお答えをさせていただいておりますよう

に、現在までまだ信号機が設置されてないというような状況でございます。 

 西和署の見解といたしましては、車両、歩行者とも比較的少ない場所であるというこ

とに加えまして、交通事故等も少ないということで、また公安委員会の方針といたしま

して、考え方といたしまして、道路等の新設、改良をされた箇所を優先して信号機を設

置をしているためとの見解を聞かされております。 

 しかし、当町といたしましては、当該交差点の形態からも、今後のことも考えまして

、また地元自治会等のご要望等もお聞きをする中で、信号機の設置の要望をしてまいり

たいと、このように考えておりますので、よろしくお願いを申し上げます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 信号機の設置につきましては、後ほど少し触れさせていただき 

ますが、次の質問に入らせていただきます。 

 徐行サイン等の提案についてでございます。  

 信号機の設置がされるまでの間、あるいは信号機にかわる徐行を促すための方法は何



かございませんか。また、斑鳩町として取り組めるものはございませんか。そして、奈

良県郡山事務所の考えになりますが、そのほか徐行を促す方法をお示しください。 

○副議長（中川靖広君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） まず、信号機が設置されるまでの間の、それに、信号機 

にかわる徐行を促すようなその方法はということでございます。 

 現況といたしまして、町道５０４号線には、西の山住宅から県道に侵入する際には、

停止線を引いてございます。一旦停止をして安全確認をすることが義務づけられている

ところでございます。また、それを促すために交通標識も設置がされておりますし、路

面にも止まれの啓発表示がされているところでございます。また、県道側におきまして

も、交差点予告標識、ダイヤモンド標示がされており、またつづら折標識、カーブの予

告でございますけれども、も交差点手前でされているところでございます。車線のしぼ

りマーク、道路が狭く感じるためのマーク等も施されておりまして、ドライバーに対し

まして十分注意を促す旨の交通標識等が既に設置がされているところでございます。 

 また、それ以外に一般的に考えられますことは、道路管理者で設置、表示をすること

ができます路面の啓発表示とか、交差点であることや交差点の中心であることを知らせ

るための自発光式の道路鋲の設置とか、交差点手前の電柱などに蛍光反射電柱幕等を設

置して、ドライバーに対しまして危険交差点であることを周知することなどが考えられ

るところでございます。 

 また、歩行者の方々に対しましては、みずからの命を守るための交通安全教育もその

対策の一つではないかと、このように考えております。そういったことから、当町にお

きましては、毎年園児とか児童に対しまして交通安全教室を、また西和警察署では、高

齢者を対象といたしました交通安全教室なども開催をしていただいております。こうい

ったことももっと充実をさせていくことも一つの方法ではないかと、このように考えて

おります。 

 ２つ目の斑鳩町として取り組めるものはないのかということでございますけれども、

質問者も申されてますように、県道につきましては郡山土木事務所の管理ということに

なっております。しかし、路面啓発表示とか道路鋲などを設置する場合につきましては

、事業主体としては奈良県のほうになってくるということでございます。 

 また、蛍光反射電柱幕等につきましては、町民の安全を守るために町で設置は可能と

いうふうに考えておりますけれども、これにつきましても、電柱、関西電力の電柱もし



くはＮＴＴの電柱になりますと、それぞれの事業所と協議が必要になってくるというこ

ともございますので、こういうことも当然協議の対象ということで考えているところで

ございます。 

 しかしながら、こういうものを設置をいたしましたといたしましても、まずドライバ

ーに交通安全に対します意識がなければ効果が上がってこないんではないかと、このよ

うにも考えております。 

 こういったことから、現在では、公安委員会では、免許取得時、あるいは免許の更新

時に、ドライバーに対しての交通安全意識を向上させるための交通安全教育を充実をさ

せておられるということも聞いております。そういった取り組みの中で充実をさせてい

ただくような取り組みをしていただきたいというように、また公安委員会のほうにもお

願いもしていきたいとは思っております。 

 それから、３点目の郡山土木事務所の関係でご質問をいただいておりますけれども、

この交差点の形態から見ますと、先ほども申し上げましたように、緩いカーブになって

おりますし、そういうことから近くに交差点があるということをドライバーに認識をさ

せていく必要があろうかと、このように思っております。このことから、「この先交差

点 スピードを落とせ」とか、もしくは、「この先交差点 注意」といったような路面

に啓発表示が効果的ではないかと、このように考えております。 

 以上でございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 詳しくご説明いただきました。路面表示につきましても、県と 

の調整がありますが、私も近くですからよく見てますが、「この先スピードを落とせ」

というようなものはいいのではないかと思いますし、蛍光反射電柱幕につきましても、

関西電力との話もありますが、電柱にスピードを落とせという、夜自動車のライトで照

らされたらそれが反射して光るというのも、夜の対策にはいいんではないかと思います

ので、前向きにご検討いただくようにお願い申し上げます。 

 次でございますが、この地域の交通規制についてでございますが、郵便局とかいろい 

ろございますが、簡単で結構でございますので、この辺の交通規制をご説明ください。 

○副議長（中川靖広君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 当該県道のところにつきましての交通規制でございます 

けれども、駐車禁止の交通規制がなされているということでございます。ただ、停車ま



での禁止はされておらないということでございます。ただし、こういう規制がかけられ

ている以外に、道路交通法で規定されておりますような部分につきましては、一応規制

の対象になってくる。まず１つとしては、この部分で交通標識等により、駐停車禁止区

域外でございますけれども、道路交通法に基づいての規制もかかっております。１つと

して、交差点、横断歩道等における坂の頂上付近とか勾配の急な坂、またはトンネルと

いうこと。そして、１つとして、交差点の側端または道路曲がり角から５メートル以内

の部分とか、１つとして、横断歩道または自転車横断帯の前後からの側端からそれぞれ

前後に５メートル以内の部分というようなところで駐停車の禁止がされているというこ

とでございます。 

○副議長（中川靖広君） １１番、三木議員。 

○１１番（三木誓士君） 今回の龍田西３－１３０９－３１先の交通安全対策についてご 

質問させていただきました。信号機という設置が難しければ、徐行ということで早急に

対処していただければ、少しでもあのＳカーブでの今後大きな人身事故が起こる前に何

か防げればと思いますので、要望しておきます。 

 そして、この場所、５０３号線の信号設置は平成８年より毎年要望していると聞いて

おりますが、設置をいまだにされてないという現実も踏まえて、今後どれだけ期待でき

るかというのも疑問ですが、また設置ということになりましても、交差点付近の方々が

、半感の信号ですと、交差点近くの方、夜は黄色の点滅信号に変わるため、その点滅で

よく眠れないというような声も出ていると聞いております。大きな人身事故が起こる前

に、先ほど申したように、徐行サイン等で一日も早く実施してもらうことをお願いしま

す。 

 それと、最後に、一つの情報でございますが、きのうの議員の交通対策の質問もござ

いました。そして今回私もこの交通安全対策の質問をさせていただきましたが、６月８

日の日曜日の午後１時ごろ、河薮橋から北庄に抜ける村中縫工所前において、乗用車と

自転車に乗っている子どもの接触事故がありまして、頭部陥没という大きな人身事故が

起きております。道幅が狭いということも事故の原因の一つと考えられますが、このこ

とを申すに当たって、この当てられた子どもが、元斑鳩町の町会議員だった方のお孫さ

んだったということも何か因縁めいたものを感じます。そして、このお方の奥さんも今

日お見えと聞いておりますが、どうか今後斑鳩町内での交通事故の多発、危険な場所、

道路拡幅工事と道路整備を具体的な形で実施していただけるようお願い申し上げまして



、６月議会の私の一般質問をこれで終わらせていただきます。 

○副議長（中川靖広君） 以上で、１１番、三木議員の一般質問は終わりました。 

次に、１２番、木田議員の一般質問をお受けいたします。１２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 前もちまして議長に提出しておりますレジメに従いまして一般 

質問をしたいと思いますが、その前に、本年の３月の議会時に理事者に要望をしており

ました、優秀で積極的に仕事のできる人材の派遣を県にお願いしてほしいと言ってきた

経過があります。北村氏は、都市建設部長として当町に来ていただいた以上は、２年間

と思われる任期中に、部長としては短い期間かもしれませんが、その間にこれだけは必

ずやりとげて県に帰りたいと思われる事業について、全力を傾注していただかなければ

、私が理事者にお願いした優秀な人材の派遣を要請しました建前上、都市建設部長とし

て明確に実施できる事業はどれかについて後ほど聞かせていただきたいと思います。 

 ということで、質問事項、都市建設部長については８つほどありますが、その中で、

ぜひともこれはやって県のほうに帰りたいということを、その質問の最後にお願いした

いと思います。 

 まず、都市建設部の懸案事項についてということでありまして、富雄川の河川改修の

進捗度と年次計画はどのようになっているのかということでございます。 

 北村都市建設部長として、県より斑鳩町に出向されてきた部長として、富雄川の溢水

時の被害状況等の報告を受けておられ、その対策と河川改修の年次別の行程と現在の進

捗度はどうなっているのか。これから最大の難関でありますＪＲ鉄橋、そして安富橋、

そしてまた井堰と続くので、かなりの年数を必要とすると思われますが、どのぐらいの

年数を要するのか。 

 それと、奈良県土木事務所の郡山土木事務所の中には、河川課という課があると思い

ますが、その河川課の中の係というんですかな、その係について、どのくらいに分かれ

ているのかということを聞かせていただきたいと思います。 

 というのは、富雄川の上流部分の大和郡山市と奈良市の第二阪奈入り口より南へ大体

５００メートルか７００メートル区間で、去年１本橋がかかりました。あれは砂茶屋の

ところでございます。そして、現在２本の橋が工事中でございます。その工事中の橋に

ついては、川をただ横断するだけの橋の工事でございます。その先の取りつけ道路はご

ざいません。富雄川だけを横断するような、緊急を要するような橋とは私は思われませ

んねんけども、その取りつけ道路について、そういう予定があるのかどうか。 



 それよりも、私は以前からも申しておりますように、やはり災害を起こしたこの河川

改修こそが先行されるべきではないのかと思いますが、そして、今東洋シールの東側に

おいて工事をされようとしておる、自転車道路等の建設もされようとしておりますが、

やはり溢水被害を出した斑鳩町及び町住民に対して、県はもっと積極的にその事業を進

めていただかなければいけないのではないのかと。我々の働きかけ、県に対する働きか

けが弱過ぎるのか。それとも、現在も富雄川の右岸の高安西の部分に残っておる、溢水

時の被害発生したときに積まれた、それ以後また積み替えされましたが、その土のうが

残っておる現状を見ていただいて、もっとやはり積極的に県のほうに働きかけてもらい

たいなというのが私の願いでございますが、それに対して北村部長は、今後どのように

働きかけていただけるのか、それについてお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） まず、最初に、質問の中の改修の進捗と年次計画、その 

ことについて先に説明させていただきます。 

 富雄川の河川改修の進捗と今後の年次計画については、現在安堵町区域であります法

隆寺自動車教習所前の高瀬井堰が完成いたしておりまして、低水護岸を上流域のＪＲ橋

の手前まで工事がなされております。今後、ＪＲ橋梁工事について、県がＪＲに対しま

して工事の委託契約をされ、既にもう今月からＪＲでは着手されていると聞いておりま

すが、これは平成１７年３月までの間の工期をもって実施されると聞き及んでおります

。 

 また、斑鳩町区域に関してでございますが、県道天理斑鳩線上流にあります安堵町の

井堰についても、水利関係者と改修に向けて交渉をされているとのことであります。ま

た、その上流の阿波、興留井堰につきましても、平成１３年に、これは水利関係者に聞

き取り調査を実施されておりまして、調査結果がまとまったということから、本年２月

２０日に水利関係者に報告がなされたところでございます。 

 今後、ＪＲ橋梁工事の完了までに、上流域であります井堰等の水利関係者と協議を進

め、ＪＲ橋梁完了後は一日も早く上流への工事着手がなされるよう、町といたしまして

も県と協議いたして、また地元の関係団体等も調整を行いながら、今後事業の推進に向

けて努力してまいりたいと考えておるところです。 

 先ほど富雄川の溢水の話、これは平成１２年７月の件と存じますが、私も当時という

より、こちらへ来てから現場も見に行って場所も確認しておりますが、大変な被害だっ



たということは認識しておりまして、この河川の改修につきましては喫緊の課題かなと

いうふうに感じております。 

 また、一方で、議員のほうから、特に道路の、何といいますか、拡幅等、そういう計

画もないように見えるところに郡山市内のほうで橋梁がかけられておったりとか、そう

いう工事がなされておったりというようなことで、県の河川なり道路行政どのようにな

っているのか、斑鳩町のほうの事業が進まないのは、町の県に対する働きかけがまだ足

りないのかというようなことでございましたが、私は決してそういうようなことではな

いと思っております。私も県のほうでこれまで土木行政というものには、特に公共工事

に関してはこれまで直接に携わった経験がほとんどございません。契約制度であるとか

、そういったことが主でございましたので、詳しくは理解しておらないところもありま

すが、県下においては、河川、道路、かなりの箇所においていろんな課題を抱えており

ます。それが限られた予算の中で進めていくに当たりまして、財源の問題もございます

が、それともう１点は、やはり地元の調整とか、そういったいろんなことも事業の進捗

に関係してくる問題かなと、そういうふうに考えております。 

 そういったことで、いろんな条件を１つずつクリアしながら着実に進めていく、そう

いう手法をとりながら今回この富雄川の改修につきましても、私も、先ほど議員がおっ

しゃられましたように、県から来た身としまして、パイプ役として十分な力が発揮でき

るか、それはまだこれから私の努力次第ではございますが、できる範囲で精いっぱい頑

張っていきたいと、そのように考えております。 

 以上です。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 現場へも行ってもらって見てこられたということなんですけれ 

ども、引き継ぎのときですね。そしたら、あの今現在積まれておる土のう、あれは、１

２年７月１１日でしたかね、それから１回破れたりして舗装されたときに積み替えられ

たという経緯がありますけれども、あのままの状態で、河川改修がなされるまであの状

態でほっておかれるつもりなんですかね。やはりあれについては、近くに上宮遺跡公園

という立派な、斑鳩町にとって立派な公園もあるし、観月祭も行われるような公園もあ

るのに、それをあのような状態で何か置いとくというのは、ちょっと私は観光地として

の斑鳩町としての価値というのか、それがないように思われますけども、それについて

の処置、処理方法を何か考えておられるのか。あるいは、いつまでもそのような状態で



、破れたらまたそれを補強するのか、それらについて一遍、どういうふうな考え方か聞

かせていただきたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 河川域のことでございますので、郡山土木事務所が管轄 

しておるところでございます。そういった中で、町があの部分について何をできるのか

というような結論は出せませんが、議員もおっしゃってますように、景観上の問題であ

るとか、安全面以外にそういったいろいろな問題もございますので、これからそういっ

たことについて県のほうに対しましても、今の状況がいいのか、まだ向こうは認識して

おるがやむを得ずああいう状況になっておるのか、そういった確認も行いながら今後早

急に整備がなされるよう要望はしていきたいと、そのように思います。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） そしたら、今現在積まれている土のうは、県のほうで積まれた 

というふうに理解してよろしいんですかな。 

 それと、質問事項の中で、郡山土木事務所の中で、河川課という課の中にどのような

係、言うたら河川の川とか、そして道路とかいろんな係というんかね、そんなんがある

と思いますけれども、私一番部長にも疑問を投げかけたというのも、上流のほうで今早

急に必要でないような橋を去年、ことしにかけてこれ３本もするのは、何億ってやっぱ

りかかると思いますねんけど、それらを施工されておるのに、なかなかこっちのほうに

予算が回ってこない。次の質問事項にも入ってくると思いますけど、やはり三代川に関

してもストップしたままで長いこと放置されておると。これはいろんな、部長も理解し

ていただいておりますやろうけど、いろんな諸事情がありますから、なかなかそれは一

朝一夕には解決できないと思いますけれども、やはり水に対しての被害、その発生が被

害者となった場合、私ことしの選挙において、家の工場のほうに溢水したときのまだそ

の泥の除去のために一輪車で何台もやっぱり出しているような状況です。まだそれに、

まだいまだに被害が残ったままの部屋もあります。やはり、それについて、被害者でな

かったらそういうことは言えませんよ。だから、積極的にやはり県に対しても私はやは

り意見を申し述べていただきたいなと。そして、我々もできることであれば、やはり町

と協力しながら県のほうへも陳情にまいりたいなと、そういう心意気でございますので

、やはりそういうときには我々にも声をかけていただきたいなと思いますので、どうか

部長よろしくお願い申し上げます。 



○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 今、いろいろな整備の中で県の組織の問題等取り上げて 

いただいてますが、その前に、先ほどの富雄川の土のうの件でございますが、これは私

は全体的な整備の中で、河川改修という全体的な整備の中でこれは県の事業というふう

に申しておりますが、あの土のう自体は、応急措置ということで町のほうで積んでおり

ます。ただ、先ほども申しましたように、これはあくまでも河川改修を抜本的にやって

いくという意味でこれは県の事業だというふうに申しましたので、それはご理解いただ

きたいと思います。 

 そして、議員の質問というか疑問の中に、抱いておられる中に、このような重要な改

修を要するようなところがあるのに、にもかかわらずわからんような橋梁が３本も当然

多額の費用を投じながらやっている箇所もあるやないかと、こういうご質問でございま

すが、まず県のほうの土木部内の組織体制ですが、まず道路を管轄します道路建設課、

そして河川を管轄しております河川課というのがございます。そういった各課の下に各

土木事務所、ここ斑鳩を管轄しておるのは郡山土木事務所でございますが、その土木事

務所の中にも、河川を管轄するところと道路を管轄するところがあると。 

 まず、今河川の話が出ておりますので、県の河川課の組織についてでございますが、

昨今県のほうも組織の改革というのが行われまして、これまでの係制からグループ制へ

といったような組織改革が行われております。 

 そういった意味で、私本年４月の河川課の中の組織体制詳しく把握してないのは確か

なんですが、考えられるのは、河川課では、河川の整備のみならず、治水、そういった

ことも、当然これは河川改修につながるもんですが、そういった分野分けをしておりま

して、恐らく河川に関するグループで河川改修等は行っておるのかなというふうに考え

ます。 

 そして、郡山土木につきましては、河川の担当のほうで、これは維持補修の部分と抜

本的な河川改修を行うような係、そして郡山土木で言いましたら、生駒市からその他生

駒郡、各市町にまたがって管轄しておりますので、その中でも方面を分けてそれぞれが

担当しておるのかなと、このように思っております。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 今、部長からいろいろ聞かせていただきましたが、できるだけ 

部長として力を発揮していただきたいと思います。 



 続きまして２番目の三代川の河川改修の今後の進捗予想と現在の状況についてという

ことでございますが、午前中の質問者の中でも回答が得られておりますが、私はその部

分よりも、やはり山田の米屋さんですかな、そこから東洋シールまでの県道部分につい

て、用地買収された部分もあるし、いまだ用地買収されてなく、これからされようとし

ておる県道大和高田斑鳩線の部分について、あれは三代川の河川改修も含めた用地買収

をされておるということで、南側の部分について何か、Ｕ字バリケードというんですか

な、ああいうなんが立てられておりますが、三代川の河川改修は一応山田の米屋までが

事業認可がおりておって、それから上流部分についてはまだ事業認可も受けておらない

という状況だと今まで聞いて理解しておりますけど、それも含めてやはり三代川の河川

改修は、いつもその事業認可を受けておらない部分が溢水しておるような状況ですので

、それらについて、いつになったら事業認可を受けられるのか。やはり、山田の米屋さ

んまでの事業が進捗しなければ受けられないのか、その点についてどうなっておるのか

、今現在の状況についてお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） ご質問の三代川の改修についてでございますが、先ほど 

議員のご質問の中にありました部分につきましては、これは特に東洋シールの前という

ようなことから、これは県道の天理斑鳩線、これにも関連することかというふうに考え

ております。私はこの件につきましては、三代川の改修、そして三代川につきましては

、途中、上流から天理斑鳩線に沿って上っていくわけでございます。そういったことか

ら、天理斑鳩線とこの三代川の改修というのは、ある意味では一体的にやっていく必要

があるのかなと考えております。 

 そういった意味で、三代川改修につきましては、午前中に浅井議員の質問の中にも説

明してまいりましたが、特に天理斑鳩につきましても、現在用地の関係等で地元等の調

整等入っております。既に買収も済んで部分的に補修なりの改良なりもされているとこ

ろもありますが、こういったことを一体的に今後進めていく必要があるのかなと考えて

おります。 

 先ほど申されました事業認可の件につきましては、私はちょっと勘違いしておりまし

て、既に認可がおりておるものと思っておりました。そういったことから、当然これを

一体的に進めていくためには、県道と一体的に進めていくためには、当然事業の認可が

必要になってきますので、そういったことを踏まえまして、今後県のほうにその辺の手



続につきまして早急に解決されるように、今後十分に要望してまいりたい、また働きか

けてまいりたいと、そのように考えます。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 私が申し上げましたように、やはり事業認可というものが、山 

田の米屋さんまでしか出されておらないと。それに山田の米屋さんから東洋シールの間

の県道天理斑鳩線については、先行投資的に河川の用地買収も済まされておるというよ

うな現状を知った場合、やはりその先行投資は必ずそれは河川改修については必要やろ

うと思いますけれども、それについても、道路形態からして、やはり南側のほうにバリ

ケードみたいな、Ｕ字型のバリケードみたいなのが立っておるということは、また河川

改修が始まったら、そのバリケードみたいなのを撤去してやっていかんなん、そういう

ことがやはり不経済というんですかね、思われますねんけど、それらについてももうち

ょっと工夫とかそんなんがないのかな。とにかくもう東洋シールまで用地が交渉できな

ければ、あそこの道路としての形態も、今一時的な避難所というんですかな、一時は部

分的に避難所的な拡幅はされましたけど、今は大分距離的に供用されておる距離は長く

なっておりますけれども、これからの将来を考えたら、道路形態というものがもうちょ

っと工夫ならんのかなと。片一方、南のほうには、歩道も設置されておるのに、そこへ

手前のとこにバリケードみたいなんが立っておるというのは、これから先にしても、何

かまた再度工事のし直しをせんならんということは、ものすごう不経済なようにも思い

ますけれども、それらについて、県としては今のところ、あの三代川があそこまで仮に

事業認可を受けて改修されるということになるまでは、やはり１０年やそこらは絶対か

かると私はそういうふうに思いますねんけどね、そうした場合に、そういうふうな民家

が隣接というのか、接しておるということでああいう形態をとっておられるのだとは思

いますけれども、それにしても何か不経済的な施工の仕方ではないんかなと思いますけ

ど、それについて部長はその実態は知っておられますか。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） 議員が今おっしゃられておりますのは、ちょうど西の町 

道の交差点の手前のところかなと思いますが、あそこの部分につきましては、最終的に

車道がありましてその南側に歩道がつくわけですが、そのさらに南側、ちょうど袋状態

になっているところでございますけれども、そこにＵ字型のバリケードをされておる。

そこにつきましては、Ｕ字型のバリケードから南の袋状態になっておるところにつきま



しては、これは最終的に河川改修に必要な部分として用地を取得されております。した

がいまして、バリケードのとこまでが最終的に道路の形態をなす部分として、そこで区

切りをつけているというふうに伺っております。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 私の感覚として申し上げただけで、そないして積極的に県も河 

川改修の用地を先行取得しておられるということに対しては、それは感謝をしておりま

す。しかし、その形態が、やはりＵ字型のそういうふうなバリケードをするということ

自体が、何かむだな感じがするん違うかなということで申し上げましたんですけども、 

それについては今後とも積極的に県のほうに働きかけていただきたいと思います。 

 続きまして、いかるがパークウェイのモデル路線の進捗度と今後の年度別の予定につ

いてと、そして都市計画道路法隆寺線についてということでございます。 

 この件についても、きょうもまた質問者に対して回答されておりましたが、やはり私

としては現実に見えてまいりましたいかるがパークウェイのモデル路線の本年度の計画

と今後の進捗について、特に年度別、そして延伸についてということで、西のほうに延

伸するというような回答も聞かせていただいておりますが、やはりその中で、都市計画

道路の法隆寺線の開通はいつになるのか。それと、計画中の（仮称）総合福祉会館の建

設との兼ね合いもあり、やはり早急な実現を待たれるところであります。検診車や受診

車の車両等の通行を考えて、総合福祉会館の開設までには、やはりこの都市計画道路法

隆寺線をぜひとも実現してもらわなければならない事業であると思いますけれども、そ

れらについてどのように今の段階で進まれようとしておるのか。１軒の地権者というん

ですかね、その方がまだ色よい返事をしていただけないということで、そこでストップ

しておるような段階というふうに受けとめておりますが、そこさえ解決できれば、あの

モデル路線のところまで、そして小吉田の町道の交差点部分までは開通するというふう

に受けとめていいんですかね。それでよろしいですか。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） まず、ご質問のパークウェイのモデル路線の進捗、そし 

て今後の年度別の予定について、そして法隆寺線についても現在の状況、先に説明させ

ていただきます。 

 まず、いかるがパークウェイのモデル区間につきましては、これは平成１４年度でも

って道路本体の基本的な工事でございます基盤整備工事を終了されております。そうい



ったことで、国土交通省では、本年度において舗装や歩道整備、そして街路樹の植栽と

いったような、いわゆる上物の景観整備工事を行い供用を開始したいというふうに伺っ

ております。 

 また、今年度からは、小吉田から西の区間、すなわちモデル区間から竜田川の間につ

いてでございますが、これについても事業を進めていただけるというふうに聞いており

ます。 

 次に、都市計画道路法隆寺線についてでございますが、当初計画区間の用地取得は現

在約７０％と少しおくれぎみでございます。しかし、残りの３０％につきましても、今

後とも交渉を重ねまして早期に取得できるよう努力してまいりたいと考えておるところ

でございます。 

 なお、いかるがパークウェイとの交差点から町道４０１号線、いわゆる服部道でござ

いますが、これまでの約１００メートルにつきましては、モデル区間の供用にあわせま

して供用することとなります。今年度において舗装等の上物整備を行う予定をいたして

おるところでございます。 

 また、事業を延伸いたしました服部地区区画整理区域までの区間につきまして、本年

度の完成を目指して進められているこの区画整理の事業の予定と整合を図りながら今後

進めていきたいと、このように考えております。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 私は、心配しておりますのは、やはり質問事項の中にも申し上 

げましたように、やはり検診車とかは、かなり大きなバスみたいなんが来ると思います

ので、やはり保健センターも併設したというような考え方の中で、服部道でも行きにく

い。そしてまた、大和高田斑鳩線のほうからでも、途中で狭隘な部分があるし、そして

また龍田神社前のほうから入るにしても、なかなか小吉田の部分については、やはり大

型車というんですかな、検診車なんかは回りにくいというような形態の中で、モデル路

線ができればまたそれは可能であるということで、今年度でそれはなされるということ

で、これもそれでいいんかなと。しかしながら、やはり法隆寺線のあそこから直接南の

ほうへ入っていけるように事業を早急にやっていただければ、それがやはり町民にとっ

て一番有効的な利用方法になるのではないんかなということで、これは特に都市計画道

路法隆寺線について今後とも早急に実施していただけるようにお願いしたいと思います

。 



 続きまして４番目の法隆寺駅の橋上化と駅前整備についてということで、これについ

ても何人もの質問者がおられて、そして回答はいただいておりますけれども、やはり駅

舎だけを橋上化しても、今の現状の駅前、そして南北、そして町道部分についての改良

がなされなければ、駅としての機能は発揮できても、町民に対しての不安というのか、

混雑解消、渋滞解消にはなかなかなっていかないのではないかなと。やはり総合的な考

え方でやっていかなければ、町民に対してそういう利用価値が少ないのではないのかな

と思いますけども、駅舎はそういうことでＪＲのほうとも協議されながら前向きに進め

られておるということなんですけども、駅前の整備について、地元でいろいろ説明会と

か行われておると思いますけども、その説明会での反応というんですかね、そういうこ

とについてどのような町としては受けとめ方をしておられるのか。橋上駅についてはち

ゃんと町もその事業を打ち出しておる、そして駅前についてはこれからやっていこうと

、駅前整備事業をやっていこうということなんですけれども、しかし地権者の方もかな

り関係しておるということで、説明会は持っていただいておると思いますけど、その反

応とかいうことについてどのように町は受けとっておられるのかについてお聞かせ願い

たいと思います。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） まず、法隆寺駅の橋上化とその周辺整備についてでござ 

いますが、平成１４年度に法隆寺駅周辺整備基本構想調査というものを行っておりまし

て、駅舎の整備手法や、そして周辺アクセス道路など一定の基本方針の取りまとめがで

きたところでございます。駅の橋上化については、２つの案について基本構想を得たと

ころでございます。 

 駅の橋上化についてでございますが、１つの案としましては、２面２線、そしてもう

１つの案としましては、２面３線、この２案でございます。町としましては、先ほど議

員ご質問の中に、駅がよくなってもそこへの交通渋滞云々ということもございましたが

、そういったこともございまして、当然アクセス道路の確保等が必要になってくるかと

。そういったことから、ＪＲに対しましては、２面２線の案を強く要望しておるところ

でございます。 

 また、駅舎橋上化による改築整備に際しましては、駅前広場、そして周辺道路網など

の整備改善も伴ってくることから、基本構想で得られたアクセス道路等の基本方針に従

いまして、現在具体の整備計画等に検討を加えておるところでございます。可能な部分



から、駅周辺の道路網等の整備にも取り組んでまいりたいと考えております。 

 そして、地元等の説明会についてでございますが、これは基本計画がまとまってから

地元のほうに説明に入っていくというふうな計画になっておりますので、どうぞご理解

いただきたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） それと、５番、６番、７番については、一応交通渋滞が起こっ 

ておるような状況、そして７番目の県道天理斑鳩線については、先ほどもお話を聞かせ

ていただいておりますので、５番の竜田大橋の１６８号と２５号の交差点の右折レーン

の進捗度についてと、それと６番目の万年交通渋滞している大和高田斑鳩線新御幸橋の

現在の状況と今後の進捗について問うということなんですけれども、この６番について

は、県会議員の選挙のときに、斑鳩町からの立候補された候補者が、来年には交差点部

分の右折レーンの工事を実施しますと、県のほうで実施しますと明言されておりました

んですけれども、それが来年度に行われるのかどうか、それについてお聞かせ願いたい

と思います。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） まず、竜田大橋の国道１６８号と国道２５号の交差点の 

右折レーンの関係の進捗についてでございますが、ここの渋滞対策についてでございま

すが、県におきましては、第３次渋滞プログラムといたしまして、平成１０年度から１

４年度の位置づけとして、県下において４３カ所の渋滞箇所の１つとして盛り込まれて

おります。また、当町としましても、これについては事あるごとに要望を行ってきたと

ころでございます。 

 そうしたことから、今年度から交差点改良として右折レーンを確保すべく事業着手さ

れ、町といたしましても、地元調整を行いまして、地元役員の方はじめ関係者に対する

事業説明を本年４月３０日に実施しております。関係の住民の方々にご理解を得ました

ので、現在現況測量調査を進めていただいているところでございます。特にこの区域に

つきましては、道路に平行いたしまして家屋が連たんしているということもございます

。そうしたことから、事業化に向けては、地権者のご協力が必要でありますので、今後

は測量調査の完了後の計画内容の説明を行いながら、事業の推進を図るべく、県と協議

して事業化に向けて努力してまいりたいと考えておるところでございます。 

 次に、これも渋滞の関係でございまして、大和高田斑鳩線の御幸大橋のところでござ



いますが、ここにつきましては、現在の状況と今後の進捗について、ご指摘の箇所につ

きましては、平日の朝夕の時間帯、そして土曜日、日曜日、祝日と、こういった日の一

定の時間帯がかなり渋滞しているというところでもございますので、県としてもこの御

幸大橋南詰め交差点から法隆寺インターチェンジの交差点の間、これは平成９年に交差

点改良がなされたところでございます。これについては一定の効果があったものと思っ

てはおりますが、依然渋滞しているということから、今後渋滞緩和に向けての対策を機

会あるごとに県に対して強く要望を行っており、今後においても要望活動を続けて行っ

てまいりたいと考えております。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） いずれも、町民に対しても大変ご不便をかけるような交通渋滞 

が発生している箇所については、今後とも県のほうに対して十分に要望をしていただき

たいと思います。 

 続きまして、２番目の上下水道の懸案事項についてということで、平成１７年３月に

一部供用開始される公共下水道の整備進捗度と、阿波２丁目地内の未整備地区の進展に

ついて問うということで、昨日ですかね、質問者の中に回答を聞かせていただいており

ますので、これについては、今回発注されました公共第１号、第２号、これについて服

部のほうから北のほうにぱあっと上がっていくような発注状況というんですか、発注の

仕方なんですけれども、私は西のほうにずっと延びていくんかなというふうに考えてお

ったんですけれども、その北のほうへ上っていくようになったというのか、そのほうが

費用対効果の効率を考えた場合には、やはり北のほうへ上っていくのが効果があったと

判断されてか、最初からそういうふうに、私は建設委員会の中には入っておりませんの

で、どういう経過でこのような進め方になっておるのか、その点についてお聞かせ願い

たいと思います。 

○副議長（中川靖広君） 池田上下水道部長。 

○上下水道部長（池田善紀君） ただいまのご質問でありますけども、今発注いたしまし 

た幹線につきましては、流域の幹線№１３の汚水ますがあるんですけども、そこへ取り

つけるために行いました。そうした場合に、服部から一気にこの幹線を上がりまして、

役場西を通って錦ケ丘のほうへ上がっていくと。続きましては、龍田北部幹線というの

がございます。それを次年度においてやっていく計画をいたしております。なおかつ、

服部と小吉田をつなぐ区域もございますので、それについても順次やっていって、徐々



に龍田方面に延ばしていくと、そういう計画で進む予定でございます。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） １７年４月ですかな、その供用開始に向けて、やはり１軒でも 

多くの方に供用をしてもらえるように、町のほうとしても最大限の努力をしていただき

たい。やはり費用対効果という考え方からいけば、私らもいろんなとこへ視察に行って

も、なかなか供用をしていただけないというような状況の中で、現在の経済情勢の中に

おいては、公共下水の中に引き込みをする場合に、１戸当たり最低やはり６０万円ぐら

いはかかるということであれば、なかなかそれは簡単には計算どおりにはいかないと思

いますので、先のことも考えて費用対効果を重点的に考慮していただいて延伸を進めて

もらいたいなと思います。 

 続きまして、住民生活部の懸案事項ということでございます。総合福祉会館の現在の

状況と平成１７年の竣工に間に合うように順調に進捗をしておるのかということで、き

ょうも午前中の質問者についても聞かせていただきましたが、これが本当に１７年度中

に完成すれば結構なことなんですけれども、以前法務局の東側のとこでお流れになった

ような状況にならないように、これは皆さんがやはり期待されておる総合福祉会館とい

う、そういう総合的な施設ですので、ぜひとも１５年中には用地買収、１６年、１７年

には竣工ということについて、もう一度どこまで今、地権者と話をしたりとか地元で説

明会を開いたりとかいろいろなことを聞かせていただいておりますが、その点について

反応というんですかな、それがいかに、しかしながら、またやはり用水が農業用水路に

入るとかいうような話も出ておるというようなことも聞くことにおいて、やはり１７年

度で完成させるということは、またやっぱりちょっと時期的に、時間的に不安な面もあ

りますけれども、それについて今現在どれだけ努力していただいているか、それはだれ

が一番率先して働きかけていただいているのか、それらについてお聞かせ願いたいと思

います。 

○副議長（中川靖広君） 小城町長。 

○町長（小城利重君） これは、担当の職員全力を傾注しながら、地元説明会をして、あ 

る程度ご了解をいただいた。午前中の質問者にもありましたように、当初からこの関係

等については、やっぱり用地の値段だと私は思ってます。値段が合えばいいわけですけ

ども、先ほど午前中に言いましたように、国土交通省があのパークウェイの４００メー

トルの間、買い上げたのは坪１６万円ですから、それ以上にはならないと思いますけれ



ども、我々としては稲葉のところで今公民館用地を買い上げたのが１３万円。そのこと

を考えますと、一応提示をさせていただいたのが１２万円ということでは、なかなか難

しいということでございますから、この辺のところをどう調整していくか。やはり、何

ぼ金を出したらええということでは、私はやっぱりまた住民からのいろいろな問題等ご

ざいますから、鑑定に基づいた金額に応じてそういうことでご協力いただく努力をして

いくことが大事であろうと思いますし、何言いましてもやっぱり用地が協力を得られな

かったら、何ぼ頑張ってもでき得ませんことですから、やはりそういう点については、

みんなが力を合わしながらその用地協力をいただくことについて、全身全霊を打ち込ん

で皆さん方とともに地元の方にご快諾をいただくということが一番大事であろうと思っ

ております。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 今、町長がおっしゃいましたように、やはりこの事業が流れる 

ようなことはあってはいけないということで、これを最後のチャンス、最後の場所とし

て考えていただいて全力投球をしていただきたいなということをお願い申し上げたいと

思います。 

 続きまして、今話題となっておりますＳＡＲＳ対策についてということで、観光立町

としての対策は十分なされておるのかということでございます。 

 現在は、だんだんと終息状況に向いておりますが、その新型肺炎の防止については、

やはり実際発生すれば困難な状況の中で、やはり観光として迎える斑鳩町としての対策

は十分なのか。やはり発症までには１０日間ぐらいの潜伏期間があるということですの

で、その間に来られて、それもどのようなルートで来られるかもわかりませんので、そ

れらに対しての対策が、町単独では難しいと思いますけれども、それらについてどうい

うふうに対策をとろうとしておられるのか。 

 そして、台湾から来られたお医者さんが、別に発症もしておられなかったのにその受

け入れをされた観光地とかについては大変なダメージを受けられておると。キャンセル

なんかも発生しておるという状況の中で、やはり観光地として、斑鳩町はもとより奈良

県全体なんですけれども、やはり対策は、起こる前に打つべき手を打っておくのが一番

大切だと思いますけれども、それらについてどのような対策がなされておるのかについ

てお聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） 中井住民生活部長。 



○住民生活部長（中井克巳君） まず、県においての対策なんでございますけれども、本 

年の４月の８日の日に、県では関係課から県立の病院、そして県立医科大学、保健所等

によりまして対策の連絡会議が開催をされました。それ以降、県立医科大学におきまし

ては、隔離エリアの設置、そして奈良県ＳＡＲＳ対応行動計画の策定とか、県立病院の

受け入れ態勢の整備、保健所等の相談窓口の開設等、その対策を講じられてきたところ

でございます。 

 ＳＡＲＳ感染の台湾人医師の関西地区の旅行とか滞在が判明したわけでございますけ

れども、さらに感染防止に万全を期するという観点から、５月の１９日に県におきまし

て健康局ＳＡＲＳ医療対策本部というものが設置がされたところでございます。県内で

ＳＡＲＳ感染が発生した場合、奈良県ＳＡＲＳ対応行動計画に基づきまして、県の健康

増進課及び保健所が感染者に対しまして、医療とか搬送、検査等の対応を行うことにな

っているところではございます。また、消毒につきましては、原則として保健所が行う

ことになっておりますけれども、場合によっては保健所の指示によりまして町のほうも

実施をするということになって、この行動計画にはうたわれております。 

 また、町のほうの関係でございますけれども、海外からの旅行者につきましては、検

疫所におきまして厳重にその感染のチェックがなされていると、このように聞いておる

ところでございますが、しかし今回の台湾人医師のように、広範囲にわたる旅行とか滞

在の末に、離日をされてから後に感染が判明した場合などにつきましては、当町といた

しましては、速やかに情報の収集とかを整理をいたしまして、県並びに保健所との連携

を密にしながら、住民の方々のその不安の解消と事後の対応に努めてまいりたい、この

ように考えております。 

 なお、この対策につきましては、うがいや手洗いなど日常の衛生管理というのが、こ

のＳＡＲＳのみならず感染予防に有効であるということから、この予防に関します注意

をはじめ、ＳＡＲＳに関します情報につきまして、斑鳩町のホームページに５月の２６

日に掲載をさせていただきまして、そういう病気の特徴とか、その対応につきましても

載せさせて、住民の方々に周知を図らしていただいております。また、６月の１２日に

広報いかるがの分で、６月１日号じゃなしに６月１２日の広報いかるがのお知らせ版の

関係で掲載もさせていただきまして、住民の皆様方にそういうことで周知を図らしてい

ただいているということでご理解をいただきたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 



○１２番（木田守彦君） よろしくその対策をお願い申し上げたいと思います。 

 続きまして、４番目の公共施設における樹木の管理についてということで、１と２と

になっておりますが、いずれも樹木の枯れておる状況、その管轄部署というんですかな

、その違いによって２つに分けさせてもらっておりますが、上宮遺跡公園のほうと、そ

してふれあい交流センターの入り口の枯れ木というんですかな、それの処理についてど

のようにされたのか、またされようとしておるのか、それについてお聞かせ願いたいと

思います。 

○副議長（中川靖広君） 北村都市建設部長。 

○都市建設部長（北村光朗君） まず、上宮遺跡公園のほうにつきまして私のほうから 

お答えいたします。 

 上宮遺跡公園の管理につきましては、週２、３回の清掃作業、それと５月から１０月

にかけましては４回程度の除草作業を行っているところでございます。また、２年に１

回樹木の剪定作業を行っておるところでございまして、枯れ木等につきましては、剪定

作業時に処理を行っているところでございます。しかし、ご指摘のように、緑の葉が繁

っているその中で枯れ木があるというようなことは非常に見苦しい、こういったことも 

ありまして、今後その都度処理をし、適正な管理をしてまいりたいと思っております。 

 ご指摘のところにつきましては、今後早急に対応していきたいと、そのように考えて

おります。 

○副議長（中川靖広君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） ふれあい交流センターと火葬場の関係での植栽の関係で 

枯れた関係の分につきまして、この分につきましても、私どもといたしましても、当然

風致地区内のところに位置した施設の関係上、また景観上も好ましくないということで

、早急に伐採をしていくということで対応をさせていただくということで考えておりま

す。 

 ただ、ふれあい交流センターにつきましては、９日の日からの伐採という形で考えて

おりますけど、まだ現在のところそのところまで、枯れ木を伐倒しているというところ

までは至っておらないと思います。 

 火葬場につきましては、７日から入っていくというような考え方でありますけども、

火葬場につきましては、何分多数の枯れ木等になっておりますので、７日から順次何本

かずつ伐倒をさせていただくということで、計画でもって進めさせていただいておりま



す。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 枯れた木がいつまでもそこに立っておるというのは、やはり見 

苦しいことですので、早急なる処理をお願い申し上げます。 

 最後になりましたが、総務部に関する事項についてということで、下司田池の現在の

状況についてということで、現在和解調停中の下司田池の現況ということでございまし

て、初めの和解調停の話し合いの段階では、土地による補償要求だったと思いますが、

現在では金になったと聞いておりますが、その事実と、補償金額というんですかな、そ

れは申し上げられないということであればそれで結構なんですけれども、その額が決定

した場合に、その金の出所をどのように考えておられるのか。やはり、現在のように、

初めのうちは町としても和解条件としては土地を譲渡するような考え方でおられたと思

いますけれども、土地の下落によって相手方が金のほうに変化されてしまったのか、今

後の和解調停解決の時期的な見通しはどのようになるのか、それらについて答えられる

範囲で結構ですので、お聞かせ願いたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） 芳村助役。 

○助役（芳村 是君） この下司田池の提訴の関係なんですが、これまで総務常任委員会 

の中で報告をしてまいりました。今も木田議員さんがおっしゃっておりますように、当

初は補償提案、次には一部の池の払い下げ、そして今ご指摘になったような最近はまた

補償というような状況で和解調停が変わってきております。こうした中で町としての対

応が非常に難しい状況になっております。弁護士とも十分相談をしておるわけですが、

今現在町としての対応も明確にしなければならないと、このように考えておりますもの

の、やはりこの件については、こうした状況で一転、二転変わる中では、総務常任委員

会と十分相談させていただいて、どうしていこうかということで今後協議を重ねていき

たいと、このように考えているので、ご理解願いたいと思います。 

○副議長（中川靖広君） １２番、木田議員。 

○１２番（木田守彦君） 今後とも早急なる解決法をよろしくお願い申し上げまして私の 

一般質問を終わらせていただきます。 

○副議長（中川靖広君） 以上で、１２番、木田議員の一般質問は終わりました。 

 午後３時１５分まで休憩いたします。 

          （午後２時５６分 休憩） 



          （午後３時１５分 再開） 

○議長（森河昌之君） 再開いたします。 

 次に、１４番、里川議員の一般質問をお受けいたします。１４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） それでは、通告書に基づきまして私の一般質問をさせていた 

だきます。 

 まず、１点目ですが、「奈良県公嘱協会に関する新聞報道について」を挙げさせてい

ただいております。 

 ５月１４、１５、１６日と、３日間連続で奈良新聞に掲載されました奈良県公嘱協会

の関係については、これまでもいろいろな角度からの質問が出されていた経過がありま

すが、まずこの記事にあるような、配分が一握りの特定の社員に集中し著しく公平を欠

くとして改善指導を受けていた状況があったとされていることにつきまして、平成１４

年の決算審査特別委員会で提出されました当町の発注の状況なども見させていただきま

す中では、１２年度、１３年度、この状況を見ますと、やはり少し偏りもあると思うん

です。この偏りの中には、いろいろな事情もあるのなかというふうには感じているわけ

ですが、やはりゼロ件、１件という方に対して８件とかいうような発注がなされている

状況もあるということも見てきました経過もございますので、私はこの新聞記事を読ま

していただいた後、当町の契約についてこれまで問題はなかったのかという心配をして

いるわけなんですが、この件についてお聞かせをいただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 芳村助役。 

○助役（芳村 是君） この公嘱協会の関係につきましては、これまで多くの議員さんか 

らご指摘、ご質問をいただきました。その都度適切な答えをしているわけでございます

。町としては、やはりこのように著しく公平を欠くというような配分はされてないと私

は思っております。今、質問者も言われましたように、地理的に、地域的に偏る場合も

ございます。これはやむを得ないと思うんです。そういう中で、これまで言うてました

ように、やはり表示登記をするには高度な集中技術を持った方々が寄った公嘱協会に任

せるのが妥当だということでこれまできたわけでございます。そういう中でも、競争原

理を働かすということでやってまいりました。これも何か問題もございまして、町とし

ては頭を痛めておる状況でございます。今現在の状況としましては、やはり単価を一応

決めさせていただきまして、公嘱協会との契約につなげていくということでございます

。 



 したがって、質問者がおっしゃいますような公平に欠く面はないということを私は考

えておるわけでございます。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 私もこれまでいろいろな議員さんが質問されていて、その都 

度助役さんが答弁をなさっている中で、今申されたような状況であったというふうには

感じておりますが、この新聞報道を見まして再度確認をさせていただいたというような

状況でございます。 

 ただ、やはり、ここに書かれていますように、非常に公嘱協会さんのほう、受注をさ

れているのが、官公庁による仕事が多いと。１２年度に受注しているのが１４億４，０

００万円。この中の８割、８０％が特命指名があったのではないかというふうなことが

報道されているという中では、やはり懸念をしたということを申し上げておきたいと思

います。 

 ただ、２点目に入らせていただくわけなんですけれども、今、助役さんもちょっと触

れていただきましたけれども、この分野につきましては、契約における競争原理の導入

が最もおくれている分野の一つであると、そして独占的な契約温存となっている状況が

あるというふうに以前からも、他の議員さんからも意見がありましたが、今回の新聞報

道でもそういうことが書かれていたと思うんです。 

 ところが、土地家屋調査士法、これが８月に改正をされるということで、報酬基準規

定の契約見直し検討が期待されるということがこの新聞報道にも書かれておったと思う

んです。そして、奈良県などもそういった見直しをしていこうというような見解を出さ

れているというようなことも書かれておったと思うんですけれども、この８月に土地家

屋調査士法改正がされましたら、今後契約についてどのように町としてはお考えになら

れるのか、その点についてお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 芳村助役。 

○助役（芳村 是君） 今、言われましたように、土地家屋調査士法の改正が言われてお 

るわけでございます。その中で、これまで報酬の基準規定がございました。これは、も

ちろん弁護士、司法書士、行政書士等基準もございます。そういう中での一応土地家屋

調査士による報酬基準が決められてきたわけでございます。そういう中で、そういうこ

とを、法が改正をされて、その基準がなくなるということも聞いておるわけでございま

すが、どういう形になっていくかということは明確じゃない、こういうふうに思います



。ただ、県のほうでも一応競争原理を働かすということも言われておりますし、そうい

うことも十分勉強しながら今後は対応してまいりたい、このように考えております。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 財政状況などを勘案して、あらゆる分野でマイナスシーリン 

グで予算編成をしながら、また物品購入などにつきましても、町内の中小零細業者に対

しましても、相当な値引きなどをお願いしてきているような状況もある、こういった現

状をかんがみまして、私は建設、土木の高過ぎる落札率とともに、この分野でも改善が

やはり必要であるというふうに考えています。今後、関係する担当課、また企画財政課 

を中心に関係する担当課、今後の研究を強く要望しておきたいというふうに思います。 

 それでは、２点目に入らせていただきます。 

 ２点目は、「支援費制度の問題点について」を挙げさせていただきました。 

 これにつきましては、前回も私は一般質問をさせていただいているんですが、今回は

やはり社会保障構造改革の一環から、こういうふうに具体化されて、国庫負担減らされ

、市場原理を導入した。このことによって、本当に多くの問題点を持つ制度となってい

る。一般質問させていただくんですが、部分、部分でこれまでしてきているという現状

がありますので、今回はホームヘルプサービスに視点を置いて質問をさせていただきた

いというふうに私は考えてこの通告をさせていただきました。 

 まず、１点目でございますが、サービス提供において十分な対応ができる状況にある

のか疑問を感じているところですが、斑鳩町の現状としてはどうなっているでしょうか

。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） ホームヘルプサービスのサービスの提供の関係でござい 

ますけれども、質問者もご承知をいただいておりますように、支援費制度につきまして

は、本年の４月からスタートをいたしております。支援費の決定等の関係等もご報告を

しながらお答えをさせていただきたいと思いますのでよろしくお願いをいたします。 

 まず、５月末で居宅生活支援で５０名の方が、そして施設訓練等の支援で４０名の方

の申請がございまして、支給決定をさせていただいております。そのうち、ホームヘル

プサービスにつきましては、身体障害者の方で２３名、知的障害者の方で１５名、そし

て児童の方で６名の方に支給決定をさせていただいております。４月中にサービスを利

用された方につきましては、身体障害者で３名の方、知的障害者の方で４名の方、児童



の方で３名となっているところでございます。５月に入りましてから、新たに身体障害

者の方で１２名の方がホームヘルプサービスの利用契約をされておられる状況でござい

ます。 

 そして、サービス提供を行います事業所の数でございますけれども、本年の３月まで

は当町を営業範囲といたします業者としては２つの事業所しかございませんでした。県

からも介護保険事業者に支援費への参入を働きかけられたことによりまして、現在では

当町を営業範囲として指定されている事業所が、１９の事業所にふえているところでご

ざいます。こういうことで、そういうサービス提供の事業者の整備も図られているんで

はないかなと、このように思っております。 

 そして、その事業所の中で現在斑鳩町の方がご利用をいただいているのが、３つの事

業所でご利用をいただいているという状況でございます。そういう状況の中で、当町と

いたしましては、こういうホームヘルプサービスへの状況となっているということでご

理解をいただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） ２００２年の内閣府から出てます障害者白書によりますと、 

在宅障害者５３５万６，０００人、これに対しましてホームヘルパーは４万１，７００

人ということになっています。そして、とりわけその中でも、知的障害児（者）を対象

とするホームヘルプサービスの専門的な勉強をしておられる方、そういった専門的な訓

練を受けられた方というのは、いわば２００２年の時点ですけれども、皆無に等しいと

いうような状況になっていると思うんです。 

 そして、私介護保険制度のときにも言ったんですが、制度、制度、国からはそういう

ふうに制度がおりてくるわけなんですね。そして、町がそれについてやろうと、町が一

生懸命努力していただいている、私らも大分いろいろなことを言いますのでね、町のほ

うも非常に努力していただいているということは理解はしております。けれどもね、や

はりこういう制度の場合、その方の、ご本人の立場に立ってどうなんかということを私

たちは常に考えているわけなんですけれども、この知的障害児（者）の方に、やっぱり

ホームヘルプサービスを町としても、事業者ですね、町社協なり、主にはちいろば園で

すかね、提供していると思うんですけれども、やはりそういったところには高齢者介護

とはまた違うものがあると思うんです。専門的な知識も必要だと思うんですね。 

 ですから、そういう障害者の関係のやっぱり研修を積んでいただく、そして利用され



る方のやっぱり利便性というものを図っていく努力をしていただきたいというふうに強

く願っているわけなんですけれども、こういった専門的な訓練がなかなか施されていな

いという状況につきましては、町としてはどのようにお考えになっておられますでしょ

うか。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 確かに知的障害の方に対しますそういうホームヘルパー 

のサービスにつきましては、かなりそういう専門的な知識とか経験等が必要になろうか

と私どもも思っております。そういうことから、県とかに対しまして、また市町村の支

援費制度の推進協議会というのもございますので、そういう協議会に対しまして、そう

いう養成をしていただく、また経験等を積んでいただく研修会等、講習会等をふんだん

に開催をしていただくような形でということで、県とか市町村の支援費制度の推進協議

会に対しまして要請をかけていきたいと、このようには思っておりますんでよろしくお

願いをいたします。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 今、部長のご答弁にあるように、もちろん県なんかが主体的 

にそういうことをやっていただくということも大切だと思います。けれども、１つ私は

提案しておきたいのは、斑鳩町で利用するとすれば、主にちいろば園、町社協などが考

えられると思うんですけれどもね、これまで町の社協のヘルパーさんもかなり介護保険

に向けまして講習を受けていただいて皆さんいろいろ勉強していただいたと思うんです

ね。けれども、障害者に関しましての知識とかというところにつきましては、まだまだ

不十分なところがあると思うんです。そして、逆にちいろば園というところにいらっし

ゃるヘルパーさんであれば、かなり経験を積んでおられる方がいらっしゃるのではない

かというふうに考えるんですね。 

 やはり、ちいろば園のヘルパーさんと町社協のヘルパーさんなどが、ともに学習をし

て、いろいろ勉強を町社協のヘルパーさんもさせていただくんだというような形を町と

しても、やっぱり行政からこういうことは音頭をとってやらないと、事業者同士という

のは非常に難しいと思うんですよね。ちいろば園さんにしたら、研修で教えるばっかり

とか、そういう立場に立つということになりますし、町社協さんも頼みはるというのは

難しいんじゃないかな。やっぱり行政側から積極的にそういうことを町の社協のヘルパ

ーさんたちにも勉強していただこうというような汗をかいていただきたいなというふう



に思うんですけれども、そういったことは今後可能なのかどうか、そういった考え方に

ついてご確認をさせていただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、おっしゃっていただいてますように、事業所がそう 

いうことで、経験のある事業所が経験の足りないところの事業所を対象にしたような形

での研修会というのは可能かとは思うんですけど、ただそういう形でいきますと、養成

を行える事業所というのは、私どもちょっと勉強不足かもわかりませんねんけども、県

知事のそういう研修の事業所という指定を受けなければならないであろうと、このよう

に思っております。だから、ちいろば園に対しましても、そういう知事から研修事業所

として指定を受けていただくことも協議をさしていただく中で、今、経験の不足してい

るそういう事業所に対しての研修も実施をしていただけるような形で行政としても取り

組めるような形ではやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） さらなる担当の熱意を持ったご努力を期待したいと思います 

。 

 それでは、２点目に移らせていただきます。 

 ガイドヘルパー事業につきまして問題点を問うというふうに書かせていただいている

わけなんですけれども、ガイドヘルパーというのは、主に重度視覚障害者、脳性麻痺等

の全身性障害者に対しまして、これまで市町村の事業としてやってこられた経過がある

と思うんです。そして、市町村によっては知的障害者への派遣事業も独自に行ってきて

いるというような状況があったと思うんですが、このガイドヘルパー事業としての問題

点は町としてどのように考えておられるのかということをまず問いたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、質問者も申されてますように、ガイドヘルパーにつ 

きましても、一応全身性の障害者の方とか重度の障害者の方もおられますし、また知的

の障害者の方に対してのガイドヘルパーという形の分もございます。ただ、知的障害者

の方を除きましては、県が実施を行いますそういう研修も修了した者ということでない

と、ガイドヘルパーとしてはできないということにもなっているところでございますん

で、また先ほども申し上げましたように、全身性の障害者の方とか重度の視覚障害者の

方、また知的障害者の方につきましても、そういう専門的な知識、また障害者の方にあ



った対応というのも必要になってまいりますので、それらについて今現在、生駒郡内で 

は、先ほど質問者も申されてますように、経験としてはちいろば園しかございません。 

 そういうことで、町としては、今現在１００％そういうことでもしあればおこたえが

できるかどうかというのは、ちょっと現状ではまず１００％おこたえはできないんでは

ないかなとは思っておるんですけれども、そういう形につきましては、先ほども申しま

したような形での養成研修をさせていただく中で経験を積んでいただく中でのガイドヘ

ルパーの養成というような形では取り組んでまいらなければならないんではないかなと

は思っております。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） それでは、関係しますので３番目のほうに移らせていただき 

ます。 

 支援費制度では、このサービスの中に移動介護という類型で新しく設定をされている

わけなんですけれども、この移動介護について私は非常に問題点が大きいというふうに

考えているんです。担当の方も非常に苦慮されることなのかなと思うんですけれども、

この身体介護を伴う移動介護、これにつきましては、社会生活上必要不可欠な外出及び

余暇活動等社会参加のための外出に対して移動の介護を行うとされているわけなんです

。そして、通年かつ長期にわたる外出、こういったものについては対象外となる、対象

外とするとなっているわけなんですね。 

 そうしますと、私非常に心配しているのは、知的障害児の方、また肢体不自由児の方

なんかが学校へ通われる、そんなときの送迎の問題、こういったことにつきまして、で

すからこれは通年かつ長期にわたる外出であるという判断によって支援費制度が利用で

きない。ただ、せっかく障害者との契約制度やいうてこの制度をつくったけれども、障

害者が自分の家族に頼らないで何とかそういう教育を受ける権利、義務を果たす、そう

いったものに毎日頑張っていこうという中でそういうサービスを提供できない。そして

、何よりもそういう制度なのに家族に頼っている。家族に頼っている上に、もし家族が

本当に長い期間、障害児の方をお持ちになって苦労されて、またそういったことで支援

費制度になって利用料なども要ると、働きにも行かないといけないという状況になった

り、そして斑鳩町でも以前に例があったと思うんですが、いつも世話をなさっているお

母さんが急に病気で倒れられたというようなときに、この支援費制度としてこういった

移動介護が利用できるのかどうか、私はそこを非常に心配しているところなんですけれ



ども、この件につきまして、現状を見る中で、当町は今後サービスのあり方についてど

のようにお考えになっているのかということをお聞きをしておきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 確かに質問者が申されておられますように、支援費の対 

象外の事業という形で今分布も列挙していただきました。しかし、こういう形の分で支

給対象という形にはなっておらないわけでございますけれども、ただしこういう支給決

定のできない事例でございましても、万が一保護者の方が病気や出産等で、一時的です

けれども行われる移動介護の関係につきましては支給にしてもよいということで我々も

聞いておりますので、今おっしゃっていただいてます通年かつ長年にわたる分につきま

しては対象外になっておりますけれども、そういう一時的なものにつきましては、移動

介護につきましては対象という形で取り扱いをさしていただくということになっており

ますので、よろしくお願いします。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） そしたら、前段のそういういろいろな利用料などがかさみ、 

そしてまた家庭の状況ですね、経済状態、今の世の中の経済状況を見る中で、介護なさ

っている方が働きにいかないといけないというときには、その利用はできない。 

 そしてまたもう１つの問題点は、重度の障害者同士のご夫婦、奈良市にいらっしゃい

ますよね。ご出産なさって子どもさん育てておられる重度の障害者、テレビでも何回も

紹介されてますので。そういった子どもさんが今度、親御さんが重度ですので、保育所

行かれるのに送迎が必要というときに、それも利用ができない。障害者本人にしかこの

サービスは提供されないというような、こういった問題は支援費の中でもいろいろある

わけなんですね。 

 私は、やはり契約制度の中でいろいろ、措置から契約と言われて、介護保険もそうで

したけれども、障害者の方にとってもこの問題については非常に大きな問題ではないか

な。障害者の方が自立することを助ける、本当に助けることにはなかなかなっていない

のではないかなというふうに考えます。今後も、こういった問題につきまして、担当の

ほうでは研究をしていただきまして、やはり県と十分協議をする、県のほうへも声をど

んどん上げていくという、そういった姿勢を持っていただきたいということをお願いを

しておきたいと思います。 

 ４点目のほうに移らせていただきますけれども、４点目ですね、障害者団体や自治体



の反対で居宅介護の限度額、このことにつきましては撤回に追い込まれたという状況が

あったと思うんです。個々の障害者に対しての上限の設定というのは、そのいろいろな

運動によって見送られましたけれども、国の市町村への補助金交付基準として居宅介護

の目安というのが設定されたと思うんです。一般障害者おおむね月２５時間、視覚障害

者月おおむね５０時間、全身性障害者月１２５時間といった目安が市町村に示されてい

ると思うんですけれども、この先にそういう上限を設定することについてそんな大きな

運動があったわけなんですけれども、この目安が市町村に与える影響というのはどうい

うふうなことになるのか。そして、この目安を超えた場合、町は支援費支給をするのか

しないのか、ここを確認させていただきたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 中井住民生活部長。 

○住民生活部長（中井克巳君） 今、質問者も申されてますように、国からそういう基準 

の概要が示されております。この概要につきましては、予算の範囲内で市町村間の公平

、公正な執行を図るための基準であって、個々のサービスの上限を定めているものでは

ないと。また、町における支給決定を制約するものではないと、このようにも聞いてい

るところでございます。 

 そういうことから、町といたしましては、利用者の意向も踏まえ、また町といたしま

しても、そのサービス者の必要なサービス提供を受けていただく時間等もございまして

、基準よりも上回る可能性もございます。そういう形の中でこういうことで支給決定も

させていただいておりますので、一応私どもといたしましては、国から概要が示されて

いる町における支給決定を制約するものではないという、この考えからこの上限を超え

るサービスの提供もあり得るし、またそういう形でサービスを受けていただく利用者の

方々に対してのそういう負担もかかってこないというように考えております。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） それでは、そういう目安にとらわれることなく障害者の方々 

のニーズにこたえていっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。 

 それでは、３点目に挙げさせていただきました「『教育特区』の小・中一貫教育につ

いて」を質問させていただきます。 

 昨年１２月１１日に成立いたしました構造改革特別区域法が４月１日から施行となり

ました。目的は、経済の活性化というふうに言われておりますが、私は特に医療や教育

の分野では、この特区法というのはなじまないのではないかなというふうに思っている



ということをまず申し上げておきたいと思います。 

 それで、１点目なんですけれども、きのうの質問者に対しましていろいろなご答弁が

されたと思います。けれども、きのうのお話の中では、現状の何が問題かというような

観点がなかったと思います。私は、なぜ今の何がよくないのか、そして何を、それをど

う考えてなぜそういうことを研究しようとしているのかということがよく理解ができな

いんです。ですから、この５月２９日に小中学校５校の校長はじめ１５名の委員による

調査研究会を発足させ、１年間研究するとされているんですけれども、私はこの意味が

よく理解ができないということを申し上げまして、教育長に問題点として研究の方向を

お聞きをしたいと思うんです。 

○議長（森河昌之君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 教育特区について、どこに問題があってこの小中一貫教育を研 

究するのかと、こういうお尋ねでございます。 

 私は、戦後から今日まで日本の教育というのは教育基本法を中心にして、大変すばら

しい成果を上げられてきたというふうに思っています。日本の教育の中で、識字率は１

００％に近い、ほとんどの方が字を読めると、あるいは理解できるというような状況で

ございます。それから考えますと、日本の今日までの教育というのは非常にすばらしい

ものであるというふうに評価をいたしておるところでございます。 

 今回の教育特区の取り組みについてでございますが、これは昨日にも質問いただいて

おりますので、その方と重複するところもあるかと思いますが、ご了承いただきたいと

いうふうに思っています。 

 私どもが考えております第３次斑鳩町総合計画「教育・人づくりの充実」の基本方針

に、子どもたちが豊かな人間性や社会性を育み、みずから学ぶ力をつけていけるよう、

自然や歴史、あるいは文化などにふれる体験学習や国際化、情報化など時代の潮流に対

応していく取り組みを進める。また、学校教育の充実の中には、時代の潮流に対応した

教育を進めるとともに、一人一人の個性や自主性、創造性を高める教育を推進すると、

こういうふうにございます。 

 私どもといたしましても、現在もこの推進に努めているところでございますけれども

、より積極的に推進いたしまして、教育の一層の活性化を目指すためにも、思い切った

発想の転換も必要ではないかというふうに考えているところでございます。その１つと

して、新しい観点、新しい視点を持った時代の動きに応じた教育を研究していくもので



ございまして、これを小中一貫教育に求めようと、こういう考えでございます。 

 世界遺産を擁し、歴史と文化がくらしの中に息づくまちづくりを標榜する斑鳩町が、

教育におきましても先進的な研究に取り組み、これまでの小中学校の教育を整理いたし

まして、それぞれのよさを生かした魅力ある授業、魅力ある学校を、従来の６・３制に

とらわれず、９年間のスパンで創造する小中一貫教育を研究していこうとするものでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） きのうの質問者にも教育長そういうふうにお答えになられて 

まして、ほぼですね。教育長は、２点目に私書かせていただいてますように、メリット

の部分ですか、この小中一貫教育の研究をし進めていく上でのメリット部分のことを非

常に強調されているというふうに思うんですが、私は逆に、非常に、何て言うのかな、

国とか財界なんかが示してきている習熟度別授業でエリートをつくっていこうというよ

うな、そんな最終目的が何かちらついて仕方がないということを感じるわけなんですね

。やっぱり子どもたちにとってどうあるべきか。どうあるのが一番いいのかという視点

が最も優先すべきことではないかなというふうに考えるんです。 

 そして、今、基礎、基本というのがわからない子どもさんがたくさんいらっしゃるん

です。完全学校週５日制ですね、これで授業時間減りました。そして、総合学習では年

間１０５から１１０時間の時間が教科指導から削られているんです。そして、なおかつ

４０人学級は堅持する。こういう中で、学校で教わること３割減らされた。だけど、受

験に必要な知識であるとか、社会で必要な知識は減らされてないわけですよ。こんな中

で、本当に私は今の教育のあり方自身に大きな疑問を感じているわけなんですね。 

 いろいろこういう研究するて言わはるんですけど、高校入試とか大学入試のシステム

が変わらなければ、こういうことを導入されても、私は今以上に子どもさんや保護者が

戸惑うばかりではないかなというふうに感じているんです。それ以上にメリットがある

というふうに本当に判断されているのかなということを、さらに疑問を私は感じるわけ

なんですけれども。 

 その次に書いております教育講演会ですね、これ非常に私、ぜひ参加させていただこ

うと思っているんです。内容については、きのうの質問者にある程度お答えになられて

おりますし、それ以上の答弁は求めようとは私も思っておりませんので、また参加をさ



せていただいて別の機会にまた感想を述べたいというふうに感じております。 

 この奈良県教育特区検討委員会にも参加すると、斑鳩町のほうでは、そういうふうに

町長の提出議案説明に書かれていたと思うんですけどね、奈良県が教育特区としまして

特区研究開発校制度、学習指導要領によらない教育課程の編成が可能な高校の設置とい

うことで挙げているわけなんですけれども、私非常に、何ていうのかな、開発していく

、研究開発校をつくる。そして、すごく前、前向いて行こうとする。その前向いていく

のもいいんですけれども、以前から私ずっと何回も議会で取り上げてます不登校の問題

、不登校の子どもさんたくさんやっぱりふえてきているという中で、何とかこの不登校

の子どもさんたちに何かでけへんのかなと私ずっと考えてきてたんですが、今度の教育

特区を利用して大和郡山市がこの不登校の児童生徒を対象に、いわゆる一般的に言われ

るフリースクールのような形のもの、これは、でも、学級制をとられてきちんとされる

と。市長さんも、学籍を二重に獲得できるようにさらに緩和していただけるように要望

していくんやというようなことも言われておりましたけれども、この取り組みについて

は非常にいい取り組みだなあというふうに感じているんです。 

 教育特区で規制緩和されるといろんなことができる。弾力的な運営ができる。そうい

った中で、そういう、前に教育長にも申し上げたと思うんです。学校に行けなくてオー

ル１の通知表をもらった子どもさんの気持ちがわかりますかということを前にも言った

と思うんですよね。そのときに、進路ですね、中学３年生になったら進路があります。

そのときにも簡単なパンフレットを２部ほどいただいたと。オール１の通知表を置いて

帰られたというお母さん、子どもさん。その子どもさんは、東大阪にあるフリースクー

ルに通っておられたわけなんですけれども、そのときに思ったのは、親に経済力があっ

てフリースクールに行かす能力があれば、そうやってどっかで何かできる。だけど、経

済力のない親は何もしてやれない。そしたら、不登校になったら家の中閉じ込めとくし

かない。そのままほっとくのかな。お金があるからできる、お金がないからできないと

いうことで片づく問題ではない。やはり、特に義務教育の間、やはり子どもさんたちは

教育を受けてもらわないといけない。そして、一人一人がやっぱり大切にされるような

教育とならなければならない中で、この教育特区、私は小中一貫教育、こういったもの

より、郡山市が特区申請されようとしているような、こういう不登校の子どもさん、学

力がつかないまま、学校に来ないまま卒業証書を渡して、オール１の通知表を渡してす

っと、こんで中学校済んだというような、こんな状況でほっとくというようなことを、



このことのほうがもっと考えていただきたいというふうに私は思っているんです。 

 こういう研究される中で、特に県のほうの検討委員会にも参加される中で、ぜひこの

視点も教育委員会として持っていただきたい。そして、斑鳩町の研究会でも、この問題

について、ここにも光を当てていただきたいということをお願いをしたいと思うんです

けれども、それについてはいかがでしょうか。 

○議長（森河昌之君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 不登校の子どもたちのことでございます。これは、確かに郡山 

市は不登校の子どもたちを普通学級の分級といいますか、そういう形でとらえてきてい

るというのがございます。 

 斑鳩町も、不登校の子どもたちを何も対策せずにほっておくということではなしに、

やっぱりスクールカウンセラー等も配置いたしまして、子どもたちの悩みを聞くという

場を持っておりますし、あるいは小学校でもそうした人を置きながら子どもたちの相談

相手になってきたというような経緯もございます。しかし、義務教育としては、やはり

すべての子どもたちが学校に来ていただく、こういう努力を学校は常にいたしておりま

すし、休んだ場合に家庭訪問しながら子どもたちと対話を重ねています。また、子ども

同士が、やっぱりその家庭を訪問して、その子どもが来やすいようにということで今努

力をさせていただいております。また、校区につきましても、やはりその学校でどうし

ても行きにくいんだという場合に、その校区から外れて他の学校へ行っているという状

況もございます。そうしたことを緩和しながら、子どもたちがよりその学校に来れるよ

うな対応をさしていただいております。しかしまだ、十分にそれを全部クリアできてい

るという状況でないのは事実という理解をいたしております。 

 あるいはまた、中央公民館のほうで悩み事相談の先生もいていただきまして、今日ま

で不登校の子どもを３年間ご指導いただいて、ことしですか、４月に高校に進学したと

いう事例もございます。そうしたことをしながら不登校対策をやっているわけでござい

ます。 

 今回のこの小中一貫教育取り組みにつきましても、今申し上げましたように、やっぱ

り生徒指導の一貫性というものがこの中に出てくるというふうに思っておりますから、

小学校から中学校へのスムーズな移行ができるんではないかなというふうに思っていま

す。 

 そうしたことから、一定の成果、あるいは不登校の解消にもつながっていくのではな



いかというふうに思ってますし、そういう期待をしているところでございます。 

 それから、先ほど、現在の教育について疑問があるという習熟度のことをおっしゃっ

ていただいたと思うんですが、これは今回の学習指導要領の中で、今日までの平等性と

いうものをもう一度見直そうやないか、こういうことから、できる子にはどんどん学習

していただいて、高校２年生から大学でも受けれるようなそういう制度に変わられたわ

けでございます。 

 そして、ついていけないといいますか、これについてはやはり少人数学級をつくって

、そして基礎、基本をしっかりどの子にも理解、勉強していただこうということで、小

人数学級の制度を取り入れてもらっています。 

 そうしたことで、やはり今回の教育改革の中で一番基本とされているのが、先ほど議

員もおっしゃったように、基礎、基本をしっかりと子どもたちに習得していただくとい

うことが原則となってございますので、そうした意味でやはり基礎、基本をしっかり学

習していただいて、そして次のステップに進んでいただくということが大事ではないか

なというふうに思っています。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 習熟度別につきましては、今教育長申されましたけど、私心 

配しているのは、最終的に、斑鳩町に５校ありますが、小中一貫で各校に振り分けられ

ましたら、東の端から西の端まで行かなあかんかとか、そういう単に希望だけ聞いてい

けるんだったらいいんですけれど、その習熟度別というのがその学校単位でできてきた

ときに、斑鳩町の中で高校みたいなことになるんじゃないかということを心配している

と。そこへ行き着いてもらっては困るということを申し上げたつもりなんですけれども

、そのことについては私は心配をしているということを意見を申し上げときたいと思い

ます。 

 それと、不登校の子どもさんにつきましては、るるご答弁いただきましたけれども、

郡山市実は私は視察に行ってまいりました、教育委員会に。そのときに、郡山市でやっ

ぱりお聞きしたところによりますと、適用指導教室、平成９年からやっておられますが

、ここで完全復帰した児童生徒さん、１１．１％。これはやはり効果としては、最も効

果が高いと、不登校の子どもさんにとっての手だてといたしましてはね、というふうに

考えていると。部分復帰は５０％を超えているというふうにおっしゃっております。 

 ですから、ここにこの特区の制度を生かして、ここにやっぱり光を当てて頑張ってや



っていきたいんだという。そして、臨床心理士の方も対応されておりまして、特区申請

承認されましたら、この臨床心理士の方による掘り起こしもやっていくんだという意欲

を郡山市では見せていただいた、視察に行ってね。いろいろ意欲を見せていただいてき

ました。ぜひ、この部分について当町も忘れてもらっては困る、こういう積極的な取り

組み近隣でされるということについてやはり研究していただいて、斑鳩町が単独で難し

いということであれば、この特区の規制緩和を利用していただきまして、生駒郡でとか

、教科書採択は生駒郡としてやっておられますしね、その生駒郡で何とかできないかと

かね、そういった視点を持ってやっぱり研究していただきたいということをお願いをし

ておきたいと思います。 

 では、４点目の「教育基本法改正と教育改革について」を質問させていただきたいと

思います。 

 現行の教育基本法は、制定から５６年経過していますが、憲法の精神にのっとり、私

は高く評価できるものというふうに考えています。この今回の教育基本法改正につきま

しては、首相の私的諮問機関である教育改革国民会議でのいろんな議論を経まして、文

部科学大臣の私的諮問機関である中央教育審議会へ諮問されまして、昨年の中間報告を

経て３月２０日に答申が出された。私は、教育改革とともに、この教育基本法改正の問

題については、いろんな問題点があるというふうに考えているわけなんですけれども、

簡潔で結構です。１番目の教育の基本理念に新たに規定されるもの、これは８項目ある

と思いますが、これの考え方につきまして教育長の見解お聞きしたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） 今回の中央教育審議会によりまして、「新しい教育基本法と教 

育振興基本計画のあり方について」答申が出されたところでございます。この中で、本

答申に基づきまして、教育基本法の改正案を今政府内で作成されております。国会のほ

うで審議されるということになっていくというふうに思っています。 

 この答申の内容のうちで教育の基本理念に新たに規定すべきものと挙げられておりま

す理念に対しまして、私の考え方についてどうかというお尋ねでございます。これは現

行法に規定されている理念でありますが、「教育は人格の完成を目指し、心身ともに健

康な国民の育成を期して行われるものである」という理念は引き続き規定することが適

当であるとされた上で、新たに８つの理念を教育基本法の前文や、あるいは各条文に規

定をすることが必要とされたものでございます。 



 その８つの基本理念というのは、１つに、個人の自己表現と個性・能力、創造性の涵

養、２つ目に、感性、自然や環境との関わりの重視、３つ目に、社会の形成に主体的に

参画する「公共」の精神、道徳心、自律心の涵養、４つ目に、日本の伝統・文化の尊重

、郷土や国を愛する心と国際社会の一員としての意識の涵養、５つ目に、生涯学習の理

念、６つ目に、時代や社会の変化への対応、７つ目に、職業生活との関連の明確化、８

つ目に、男女共同参画社会への寄与となっております。この１つ１つにつきまして私の

考え方を申し上げるべきでございますが、簡単に総括的にお答えをさせていただきたい

と思います。 

 今回のこの答申が出されますまでに、昨年の１１月に中間報告があったところでござ

いますが、そのことについての一般質問がありました際にもお答えしたところでござい

ます。その中間報告で明らかにされました改正の視点、これは「信頼される学校教育」

の確立をはじめ７つの視点が挙げられていたところでございます。今回の最終答申にお

きましても、この視点についての変化はございません。このことも含みまして、先ほど

紹介させていただきました今回新たに規定すべきとされた８つの基本理念につきまして

は、いずれも新しい時代の到来におきまして、その理念を明らかにしておくべきもので

あるというふうに考えているところでございます。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） 一応教育長の見解を聞かせていただきましたけれども、私自 

身は、この追加される理念、見させていただく中で、非常に徳目主義に過ぎるというふ

うに感じたわけです。そして、尊重する、愛する。何かを愛したり尊重したりするとい

うことは、一人一人の人間の内心にかかわることで、ある対象に対して愛したり尊重し

たりする自由があるとともに、愛さない、尊重しない自由も人は持っていると思うんで

すね。この内心にかかわることまでこういうふうな形で法律に規定をしていくというこ

とにつきましては、内心の自由を侵すという憲法第１９条に抵触する恐れがあるのでは

ないかというふうに私はこれを見て感じたわけです。多くの心のあり方を法律に書き込

むというのはやっぱり問題じゃないかな。道徳の学習指導要領であったり、通知表の行

動の記録であったり、こういったところに目にしているのとはレベルの違う問題である

というふうに感じるんです。そういった問題点を私は指摘させていただいておきたいと

いうふうに思います。 

 そしてまた、２つ目ですが、各条項を、前文で追加されるもの、そしてまた削除され



るものというふうにあるんですが、非常にたくさんありますので、特にここで取り上げ

たいのは、追加される家庭教育について、家庭の責任、家庭の役割というものを明記す

べきというふうにされているんですけれども、家庭の問題に、これ法律ですので、家庭

の問題に国家が踏み込むというような、そういったのは過剰な介入ではないかというふ

うな、私はこれを読んでおりまして感じたわけなんですけれども、やっぱり法律が関与

できる範囲、法が規定すべき範囲というものがあると思うんですが、私はその範囲を超

えてもらっては困る。この基本法きちんと、改正されるときに、やっぱりこれは論議が

されるというふうに思うんですが。 

 また、削除されるほうには、現行法第５条の男女共学、この規定を削除する。このこ

とにつきましては、男女共学の趣旨が広く浸透し、性別による制度的な教育機会の差異

もなくなっているということを理由づけられているんですけれども、まだまだ今後、斑

鳩町でも男女共同参画社会につきまして条例制定もされておりません。これから条例制

定もし、その社会の実現に向けてまだまだ努力をしようとしているところです。そして

、教育制度や教育課程になお私はジェンダーバイヤース・性的偏見というものは存在し

ているというふうに感じてます。こういった問題を払拭する観点から、この削除という

ことにつきましても問題があるのではないかというふうに考えております。このことに

つきましては教育長の見解も聞きたかったんですけれども、時間が余りありませんので

、非常に申しわけないんです、私自身が感じました見解について述べさせていただくと

いうことにさせていただきたいと思います。 

 それと、この教育基本法について、私、日本教育新聞をとらせていただいているわけ

なんですけれども、この新聞社が主催をしまして、７党の国会議員が教育基本法をめぐ

りまして座談会をされたという中で、足並みがやっぱり各党そろっていない。与党であ

っても足並みがそろっていないという状況にあるというふうに記事に書かれております

。自民党、保守新党さんは、改正に意欲的であると、公明党さんは、反対ではないが、

国民的な議論が必要だというふうに言っておられます。民主、自由党さんは、独自案を

提出すると。共産党、社民党につきましては、今の新しい答申について問題ありという

ふうな見解を出している、こういうような国会の場でもこういった議論がされていると

いうことにつきましてお考えをいただきたいと思います。 

 すみません、時間がないので３番目に移らせていただきますが、この福岡市立の小学

校の通知表なんです。ここに社会科の観点を評価するところに、我が国の歴史や伝統を



大切にし、国を愛する心情を持つとともに、平和を願う世界の中の日本人としての自覚

を持とうとするというような評価、学習の到達度を評価する、ここはＡＢＣで評価する

らしいんですけどね、福岡市立の小学校で通知表にこういった心情まで評価するという

ような状況が出てきてます。福岡市立だけではなくて、柳川市や埼玉県下、京都府の一

部、いろんなところでこういった通知表が出てきているわけなんですけれども、これに

ついて教育委員会の見解をお聞きしたいと思います。 

○議長（森河昌之君） 栗本教育長。 

○教育長（栗本裕美君） まず、１点目の教育基本法の今回の改正についての考え方でご 

ざいますが、今もおっしゃっていただいたように、私もニュースで見させていただいて

、おっしゃっているような状況であるというのは理解をいたしております。やはり、こ

れからの教育を進めていく一番基本でございますし、また日本の国を守っていくという

ことからも大事な教育の基本法でございます。十分議論していただいて、よりよい法律

をつくっていただくようにお願いを申し上げたいというふうに思っています。 

 それから、今、ご指摘いただいております福岡市立小学校の通知表の社会の観点の評

価項目の中に、今おっしゃった我が国の歴史や伝統を大切にし、国を愛する心情を持つ

とともに、平和を願う世界の中の日本人としての自覚を持とうとするという項目で評価

基準を挙げられております。この評価について私の考えはどうなのかということでござ

います。 

 これは非常に微妙な問題でございまして、一方ではこのたびの中央教育審議会の「新

しい時代にふさわしい教育基本法と教育振興基本計画のあり方について」という答申が

挙げられておりますように、その中で「伝統・文化の尊重、郷土や国を愛する心と国際

社会の一員としての意識の涵養」という趣旨をいち早く取り入れられております。歴史

や伝統を大切にして平和を願う心を育もうとする熱心さのあらわれということも考えら

れますけれども、教育の基本的な目標であります観点別評価の対象としては、評価の判

断を行うに当たって、やっぱり具体的な根拠というものが非常に乏しいのではないのか

、難しいんではないかという気がいたします。 

 当町におきましては、各学校でこうした評価の観点項目は設定しておりませんけれど

も、今後におきましても、やはりこういった観点評価については適切に対応をしていき

たいというふうに考えております。 

 なおまた、私はやっぱり国を愛する心を持つことは大切だというふうに思っています



。朝からの質問者の中でも申し上げておりますように、やはり公共施設の中で落書きを

するということは、公共心といいますか、そういうものが欠落しているんではないかな

という気もいたします。以前にも申し上げておりますように、やはり家庭教育の中で、

家庭の家族を愛する、あるいは家庭を愛することがひいては町を愛し国を愛していくと

いうふうになっていくんではないかなという気がいたしますので、私はやっぱり国を愛

する心というものを最終的な目標といいますか、そういうものを大事に持って生きなけ

ればならないのではないかなというふうに思っています。 

○議長（森河昌之君） １４番、里川議員。 

○１４番（里川宜志子君） もう時間がありませんので、「心のノート」のほうにつきま 

して、ちょっと申し上げておきたいと思います。 

 この「心のノート」の採用につきまして、私はまだ今非常に疑問を持っております。

教育委員会にはこれまで、文部科学省からこの「心のノート」について依頼、事務連絡

、照会という形で文書が来ておりますが、これについては通達のような取り扱いをされ

ているのではないかというふうに感じております。この問題点がたくさんある「心のノ

ート」について、教育委員会としても確かな研究をしていただきまして、位置づけにつ

いても留意をしていただきまして、慎重に取り扱われることを要望をさせていただきま

して私の一般質問を終わらせていただきます。 

○議長（森河昌之君） 以上で、１４番、里川議員の一般質問は終わりました。 

 これをもって予定いたしておりました一般質問はすべて終了いたしました。 

 なお、明１１日は休会、１２日は午前９時から厚生常任委員会の開催を予定しており

ますので、関係委員には定刻にご参集をお願いいたします。 

 本日はこれをもって散会いたします。本当にごくろうさんでございました。 

        （午後４時１５分 散会） 

 

 

 


